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は
じ
め
に

　
洪
武
一
九
年
（
一
三
八
六
・
至
徳
三
）
一
〇
月
二
五
日
、
明
の
首

都
南
京
に
お
い
て
、
寧
波
衛
指
揮
で
あ
っ
た
林
賢
と
い
う
人
物
が
日

本
と
通
謀
し
て
謀
叛
に
関
与
し
た
と
い
う
罪
状
で
、
一
族
の
男
性
も

ろ
と
も
処
刑
さ
れ
た
。
そ
の
謀
叛
の
首
謀
者
と
さ
れ
た
人
物
は
、
林

賢
の
処
刑
か
ら
遡
る
こ
と
六
年
前
の
洪
武
一
三
年
正
月
に
処
刑
さ
れ

た
中
書
左
丞
相
胡
惟
庸
で
あ
っ
た
。

　
胡
惟
庸
・
林
賢
に
よ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
事
件
（
以
下
、「
両
事
件
」）

は
、
洪
武
年
間
の
日
明
関
係
の
あ
り
よ
う
を
を
復
元
し
、
そ
し
て
理

解
す
る
た
め
に
は
非
常
に
重
要
な
事
件
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

史
料
の
量
的
な
制
約
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
史
料
の
性
格
の
特
殊
性

―
―
そ
れ
は
、
明
代
初
期
と
い
う
中
国
史
上
の
な
か
で
も
皇
帝
権
力

に
よ
る
統
制
が
非
常
に
強
か
っ
た
と
い
う
当
時
の
状
況
に
規
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
―
―
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

　
日
明
関
係
　
洪
武
帝
（
朱
元
璋
・
明
太
祖
）　
足
利
義
満
　
懐
良
親
王
　
胡
藍
の
獄

　
論
文

　
胡
惟
庸
・
林
賢
事
件
に
つ
い
て
の
歴
史
叙
述

　
　
―
洪
武
年
間
の
日
明
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
　
　
　

大
　
西
　
信
　
行
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両
事
件
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
東
洋
史
研
究
者
が
捏
造
さ
れ
た
罪

状
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
と
考
え
る
の
に
対
し
て
（
１
）

、
村
井
章
介
氏
は

両
事
件
自
体
に
は
フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
の
要
素
が
強
い
と
し
て
も
、
当

時
の
明
朝
内
部
に
い
た
反
皇
帝
勢
力
が
日
本
や
モ
ン
ゴ
ル
（
北
元
）

と
連
携
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
連
携
が
な
け
れ
ば
、
当
該
期
の

足
利
義
満
の
明
に
対
す
る
不
遜
な
態
度
は
説
明
で
き
ず
、
両
事
件
の

史
料
上
の
叙
述
に
は
そ
の
よ
う
な
明
・
日
本
・
モ
ン
ゴ
ル
の
状
況
が

反
映
し
て
い
る
と
す
る
（
２
）

。

　
東
洋
史
研
究
者
が
両
事
件
を
捏
造
と
考
え
る
の
は
、
両
事
件
が
洪

武
年
間
に
起
こ
っ
た
一
連
の
疑
獄
事
件
―
洪
武
九
年
（
一
三
七
六
）

の
空
印
の
案
を
皮
切
り
に
洪
武
二
六
年
の
藍
玉
の
獄
ま
で
く
り
返
さ

れ
た
―
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
（
３
）

、
筆
者
も
そ
の
点
は
同

じ
理
解
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
そ
の
一
連
の
疑
獄
事
件
が

「
捏
造
さ
れ
た
」
と
い
う
と
き
、
史
料
が
語
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な

点
が
、
ど
の
よ
う
に
「
捏
造
」
さ
れ
て
い
る
の
か
が
、
先
に
述
べ
た

史
料
の
状
況
も
あ
っ
て
、
い
ま
ひ
と
つ
曖
昧
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
確

か
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
そ
の
曖
昧
さ
を
少
し
で
も
解
消
す
る
た
め
の

基
礎
作
業
と
し
て
、
冒
頭
で
言
及
し
た
両
事
件
に
つ
い
て
、
明
代
に

関
す
る
史
籍
、
な
か
で
も
正
史
に
あ
た
る
『
明
史
』
や
皇
帝
の
治
世

ご
と
に
編
纂
さ
れ
た
実
録
、
そ
し
て
日
本
研
究
書
や
地
方
誌
な
ど
の

地
誌
の
類
に
収
め
ら
れ
た
両
事
件
に
つ
い
て
の
史
料
に
着
目
し
、
そ

の
叙
述
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
追
い
な
が
ら
、
両
事
件

の
叙
述
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
、
そ
し
て
変
化
し
て
い
っ
た
か
に
つ

い
て
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
確
実
な
事
実
と
し
て

復
元
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
（
４
）

。

　
一
四
世
紀
後
半
を
中
心
と
す
る
時
期
の
日
明
関
係
に
関
心
を
持
つ

筆
者
が
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
注
目
す
る
理
由
は
、
こ
の
両
事
件
が
洪

武
年
間
の
日
明
関
係
史
を
再
構
築
す
る
う
え
で
非
常
に
重
要
だ
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
林
賢
事
件
に
関
す
る
先
行
研
究
の
な

か
で
、
両
問
題
に
的
を
絞
り
、
関
連
史
料
を
最
も
詳
し
く
分
析
し
た

の
は
陳
尚
勝
氏
で
あ
る
。
同
氏
の
論
文
は
、
全
文
は
日
本
語
に
翻
訳

さ
れ
て
お
ら
ず
、
檀
上
寛
氏
が
そ
の
結
論
の
骨
子
を
説
明
す
る
形
で

引
用
す
る
の
み
で
あ
る
（
５
）

。
本
稿
で
は
、
檀
上
・
陳
両
氏
の
成
果
を
受

け
継
ぎ
つ
つ
、
筆
者
が
新
た
に
発
見
し
た
史
料
も
加
え
な
が
ら
、
こ

れ
ら
の
事
件
に
関
す
る
史
料
上
の
叙
述
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
、
ど

の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
を
検
証
し
て
ゆ
き
た
い
。

一
　
胡
惟
庸
の
謀
叛
「
発
覚
」
と
そ
の
後
の
措
置

１
　
洪
武
一
三
年
段
階
の
胡
惟
庸
の
謀
叛
に
関
す
る
記
事

　
ま
ず
は
、
洪
武
一
三
年
の
胡
惟
庸
の
獄
に
関
す
る
明
朝
の
「
公
式

見
解
（
６
）

」
と
も
い
え
る
、『
明
太
祖
実
録
』
の
記
事
を
確
認
し
て
お
き
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た
い
。
な
お
、
今
日
に
残
る
『
明
太
祖
実
録
』
は
、
三
修
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
完
成
し
た
の
は
永
楽
一
六
年
（
一
四
一
八
）
の
こ
と
で

あ
る
（
７
）
。甲

午
。
御
史
中
丞
涂
節
、
左
丞
相
胡
惟
庸
、
御
史
大
夫
陳
寧
等

と
謀
反
し
、
及
び
前
に
誠
意
伯
劉
基
を
毒
殺
せ
る
事
を
告
す
。

廷
臣
に
命
じ
て
審
録
せ
し
め
、
上
時
に
自
ら
之
を
臨
問
す
。
初

め
楊
憲
の
誅
せ
ら
れ
て
よ
り
、
惟
庸
中
書
の
政
を
総
ぶ
る
は
、

上
の
信
任
の
重
き
を
以
て
す
る
な
り
。
專
ら
威
福
を
肆
に
し
、

生
殺
黜
ち
ゅ
つ
ち
よ
く陟

、
奏
せ
ず
し
て
行
ふ
者
有
り
。
内
外
諸
司
の
封
事

入
奏
、
惟
庸
先
づ
之
を
取
り
視
て
、
己
を
病と
が

む
る
有
ら
ば
、
輒

ち
匿
し
て
聞
せ
ず
。（
中
略
）
指
揮
林
賢
を
し
て
下
海
し
て
倭

軍
を
招
き
、
期
を
約
し
て
来
会
せ
し
め
、
又
元
臣
封
績
を
遣
は

し
、
致
書
し
て
元
に
称
臣
し
兵
を
請
ひ
て
外
応
を
為
さ
し
め
ん

と
す
る
も
、
事
皆
な
未
だ
発
せ
ず
。
惟
庸
の
子
馬
に
乗
り
て
市

に
馳ち

驟し
う

す
る
に
、
馬
輓ば
ん
ら
く

輅
の
中
に
奔
り
入
り
て
傷
死
す
る
に
会

ふ
。
惟
庸
即
ち
是
の
輓
輅
の
者
を
殺
す
。
　
上
怒
り
て
其
の
死

を
償
ふ
を
命
ず
。惟
庸
金
帛
を
以
て
其
の
家
に
給
す
る
を
請
ふ
。

上
許
さ
ず
。
惟
庸
懼
れ
て
乃
ち
善
長
及
び
涂
節
・
陳
寧
等
と
事

を
起
こ
す
を
謀
る
。
便
す
な
は

ち
人
を
遣
は
し
て
陰
か
に
四
方
及
び

武
臣
の
己
に
従
ふ
者
に
告
げ
し
む
。
　
上
日
朝
惟
庸
等
の
舉
措

の
異
恠
有
る
を
覚
り
、
涂
節
事
の
覚
る
を
恐
れ
、
乃
ち
上
に
変

告
す
。
時
に
商
暠
の
謫
降
せ
ら
れ
て
中
書
省
の
吏
と
為
る
も
、

亦
た
惟
庸
の
陰
事
を
以
て
来
告
す
。
　
上
曰
く
、「
朕
惟
庸
の

輩
に
負
は
ず
し
て
、
何
ぞ
是こ
こ

に
至
る
を
得
ん
や
。」
と
。
群
臣

に
命
じ
て
更
訊
せ
し
む
る
に
、
惟
庸
辞
窮
し
、
隠
す
能
は
ず
、

遂
に
実
を
吐
く
（
８
）

。

　
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
胡
惟
庸
は
林
賢
を
日
本
に
、
封
績
を
モ
ン

ゴ
ル
に
派
遣
し
て
謀
叛
へ
の
協
力
を
求
め
る
も
、
実
行
に
移
さ
れ
な

い
う
ち
に
涂
節
お
よ
び
商
暠
の
密
告
に
よ
っ
て
謀
叛
の
企
み
が
露
見

し
た
。
そ
し
て
、
洪
武
帝
直
々
の
尋
問
を
受
け
た
胡
惟
庸
は
進
退
窮

ま
っ
て
自
白
し
た
と
あ
る
。
問
題
は
そ
の
「
自
白
」
の
中
身
で
あ

る
。
こ
の
記
事
で
は
既
に
建
国
の
元
勲
で
あ
る
李
善
長
や
寧
波
衛
指

揮
の
林
賢
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
李
善
長
が
処
刑
さ
れ
る

の
は
洪
武
二
三
年
（
一
四
九
〇
）、
林
賢
に
つ
い
て
は
洪
武
一
九
年

（
一
四
八
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
李
善
長
な
ら

び
に
林
賢
は
こ
の
時
に
連
坐
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
林
賢
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
『
明
太
祖
実
録
』
に
は
全
く
記
事
が

見
え
な
い
も
の
の
、
李
善
長
に
つ
い
て
は
、
胡
惟
庸
が
処
刑
さ
れ
た

日
の
条
に
、
群
臣
た
ち
が
彼
を
処
刑
す
る
こ
と
を
請
う
た
も
の
の
、

洪
武
帝
が
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。

群
臣
又
李
善
長
・
陸
仲
亨
等
を
誅
す
る
を
請
ふ
。
上
曰
く
、「
朕

初
め
て
兵
を
起
こ
し
し
時
、
善
長
軍
門
に
来
謁
し
て
曰
く
『
天

有
り
日
あ
り
』
と
。
是
の
時
朕
年
二
十
七
、
善
長
年
四
十
一
、

言
ふ
所
多
く
我
が
意
に
合
ひ
、
遂
に
掌
簿
を
命
ず
。
賛
を
書
き
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て
計
画
し
、
功
成
り
て
爵
す
る
に
上
公
を
以
て
し
、
女
を
以
て
其

の
子
に
与
ふ
。（
以
下
略
）
此
れ
皆
吾
が
初
め
て
起
ち
し
時
の
腹
心

股
肱
な
り
。
吾
之
を
罪
す
る
に
忍
び
ず
。
其
れ
問
ふ
勿
れ
」
と
（
９
）

。

　
こ
の
記
事
に
拠
れ
ば
、
洪
武
帝
は
自
分
が
挙
兵
し
た
と
き
以
来
の

股
肱
の
臣
で
あ
り
、
姻
戚
で
も
あ
る
善
長
を
罪
に
問
う
の
は
忍
び
な

い
と
、
追
及
を
や
め
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
を
告
発
し
た
群
臣

た
ち
は
そ
れ
で
納
得
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
に
胡
惟
庸
を
告
発
し
た

涂
節
は
処
刑
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
え
る
と
、
や
は
り
当
該
記

事
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
現
在
残
る
形
で
の
『
明
太
祖

実
録
』
の
編
纂
ま
で
に
潤
色
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

２
　
林
賢
の
謀
叛
事
件
に
関
す
る
同
時
代
史
料
と
そ
の
考
察
（
１
）：

時
間
軸
の
問
題

　
胡
惟
庸
の
謀
叛
事
件
に
関
す
る
厳
密
な
意
味
で
の
同
時
代
史
料
は

管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
一
方
で
、
林
賢
の
謀
叛
事
件
に
つ
い

て
は
、『
御
製
大
誥
三
編
』
に
、
彼
に
関
す
る
記
事
が
収
め
ら
れ
て

い
る
。
同
書
は
『
御
製
大
誥
』
お
よ
び
『
御
製
大
誥
続
編
』
の
続
編

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
洪
武
一
八
年
か
ら
翌
年
、
つ
ま
り
林
賢
の
た

く
ら
み
が
「
発
覚
」
し
、
処
刑
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
年
に
か
け
て
相

次
い
で
編
纂
・
刊
行
さ
れ
た
、
官
僚
・
民
衆
の
不
正
な
ら
び
に
そ
れ

ら
に
対
す
る
処
罰
の
事
例
を
述
べ
た
訓
戒
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書

は
、
都
お
よ
び
各
地
の
教
育
機
関
、
さ
ら
に
は
民
間
の
塾
に
配
布
さ

れ
、
学
生
や
塾
生
た
ち
は
暗
唱
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
同
書

を
所
持
し
て
い
れ
ば
、
罪
一
等
を
減
ぜ
ら
れ
た
ら
し
い）
（1
（

。
つ
ま
り
、

洪
武
帝
の
統
治
姿
勢
を
濃
厚
に
反
映
し
た
書
で
あ
り
、
や
は
り
利
用

に
あ
た
っ
て
は
内
容
を
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
は
記

述
の
内
容
を
確
認
し
た
い
。

前
明
州
衛
指
揮
林
賢
、
兵
を
帥
ゐ
て
守
禦
し
、
以
て
東
海
に
備

ふ
。
任
ず
る
所
の
職
、
務
は
士
卒
を
精
操
す
る
に
在
り
て
、
古

の
名
将
に
倣
ひ
、
務
は
軍
民
安
妥
を
要
と
し
、
境
の
内
外
を
し

て
虞
れ
無
か
ら
し
め
、
忠
を
竭
し
て
上
に
事
へ
、
父
母
を
顕
揚

し
、
其
の
身
名
を
貴
む
れ
ば
、
栄
は
妻
子
に
及
び
、
諸
将
の
名

と
同と
も

に
史
冊
に
書
か
る
る
こ
と
垂
年
不
朽
た
り
。
豈
に
偉
な
ら

ざ
ら
ん
や
。
①
本
官
出
海
し
て
倭
を
防
ぎ
、
接つ

い
で
日
本
国
王

使
者
帰
廷
用
の
方
物
を
入
貢
す
る
に
至
る
。
②
其
の
指
揮
林
賢

移
文
し
て
都
府
に
赴
き
、
都
府
転
奏
し
、
朕
礼
を
以
て
送
り
来

り
て
京
に
至
る
を
命
ず
。
③
其
の
帰
廷
用
王
事
既
に
畢
り
、
朕

賞
厚
く
し
て
帰
ら
し
め
、
仍
ね
て
指
揮
林
賢
に
命
じ
て
東
海
に

送
り
出
し
、
既
に
本
国
に
帰
る
。
④
期
せ
ざ
り
き
指
揮
林
賢
当

に
京
に
在
り
て
随
駕
せ
る
の
時
、
已
に
胡
惟
庸
と
交
通
し
、
党

弊
を
結
成
せ
し
と
は
。
⑤
帰
廷
用
の
帰
る
に
及
び
て
、
胡
惟
庸

宣
使
陳
得
中
を
遣
は
し
密
か
に
与と
も

に
設
計
し
、
林
指
揮
を
し
て

帰
廷
用
の
進
貢
せ
る
船
隻
を
将も
っ

て
、
仮
い
つ
は

り
て
倭
寇
の
船
隻
と



－  13  －

史
苑
（
第
八
四
巻
第
二
号
）

作
し
て
失
錯
に
打
ち
了お
は

り
、
⑥
分
く
る
に
朝
廷
の
賞
賜
を
用も
っ

て

し
、
却
っ
て
乃
ち
中
書
に
移
文
し
て
申
禀
せ
し
む
。
⑦
胡
惟
庸

佯
言
し
て
林
指
揮
の
過
ち
を
奏
し
、
⑧
朕
指
揮
林
賢
を
責
め
、

就
ち
に
日
本
に
貶お
と

し
、
居
る
こ
と
三
年
。
⑨
胡
惟
庸
暗
か
に
廬

州
人
の
中
書
宣
使
に
充
て
た
る
李
旺
な
る
者
を
差
し
、
私
か

に
日
本
に
往
き
て
取
回
し
、
就
ち
に
日
本
国
王
の
兵
を
借
り
、

仮い
つ
は

り
て
進
貢
来
朝
を
作
し
、
意
は
乱
を
作
す
に
在
り
。
其
の

来
た
る
者
正
使
如
瑤
蔵
主
・
左
副
使
左
門
尉
・
右
副
使
右
門
尉
、

精
兵
の
倭
人
の
帯
甲
せ
る
者
四
百
余
名
を
率
ゐ
、
倭
僧
外
に
在

り
。
⑩
至
れ
る
こ
ろ
、
胡
惟
庸
已
に
誅
戮
せ
ら
れ
、
其
の
日
本

精
兵
就
ち
に
雲
南
に
発
し
て
守
禦
せ
し
む
。
洪
武
十
九
年
朕
本

人
を
も
っ
て
法
司
に
命
じ
て
造
反
の
情
由
を
問
出
さ
し
め
、
族

誅
し
了
当
せ
り
。
嗚
呼
、人
臣
の
不
忠
な
る
者
是
の
如
し
。（
中

略
）
其
の
指
揮
林
賢
年
将
に
六
旬
な
ら
ん
と
し
、
又
人
を
輔
け

て
乱
を
為
す
を
将
て
、
黔
黎
の
寧
か
ら
ず
、
所
在
を
傷
生
す
る

を
致
す
は
、
豈
に
罪
を
天
人
に
得
ざ
る
者
な
ら
ん
や
。
遂
に

十
九
年
冬
十
月
二
十
五
日
賢
を
京
師
大
中
橋
に
将
て
し
、
男
子

の
幼
よ
り
出
づ
る
者
も
皆
な
之
に
誅
せ
ら
る
る
に
及
ぶ
。
妻
妾

は
之
を
婢
と
す）
（（
（

。

　
こ
の
史
料
か
ら
、
日
本
国
王
使
の
朝
貢
に
関
す
る
事
項
を
書
き
出

す
と
左
の
通
り
と
な
る
。
な
お
、
史
料
上
の
傍
線
を
附
し
た
部
分
が

そ
れ
に
該
当
し
、
①
〜
⑩
ま
で
の
番
号
を
そ
れ
ぞ
れ
振
っ
て
い
る
。

①
　
倭
寇
防
衛
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
と
き
、
日
本
国
王
使
帰
廷

用
の
朝
貢
に
接
し
た
。

②
　
林
賢
は
朝
貢
使
の
一
行
を
護
衛
し
て
都
の
南
京
に
や
っ
て
来

た
。

③
　
帰
廷
用
の
帰
国
に
際
し
て
、
洪
武
帝
は
林
賢
に
出
国
ま
で
の

護
衛
を
命
じ
た
。

④
　
そ
の
間
、
林
賢
は
南
京
滞
在
中
に
胡
惟
庸
と
接
触
し
、
そ
の

一
味
と
な
っ
た
。

⑤
　
胡
惟
庸
は
陳
得
中
を
林
賢
の
も
と
に
遣
わ
し
て
、
密
か
に
一

計
を
案
じ
、
林
賢
に
帰
廷
用
が
帰
国
す
る
船
を
、
倭
寇
の
船
と

わ
ざ
と
誤
認
し
て
捕
ら
え
さ
せ
た
。

⑥
　
林
賢
が
倭
寇
の
船
を
捕
ら
え
た
旨
を
中
書
省
に
告
知
し
て
賞

賜
を
受
け
た
。

⑦
　
林
賢
が
朝
貢
使
の
船
を
誤
認
し
て
捕
ら
え
た
こ
と
を
胡
惟
庸

が
奏
上
し
た
。

⑧
　
洪
武
帝
が
林
賢
を
日
本
に
貶
謫
し
、
林
賢
は
日
本
で
三
年
を

過
ご
し
た
。

⑨
　
胡
惟
庸
は
李
旺
を
通
じ
て
林
賢
を
呼
び
戻
し
、
そ
の
際
に
日

本
国
王
に
出
兵
を
求
め
た
。
そ
の
と
き
の
日
本
国
王
使
は
如
瑤

で
あ
っ
た
。
兵
士
四
百
人
余
り
と
僧
侶
が
如
瑤
に
従
い
、
朝
貢

を
装
っ
て
乱
を
起
こ
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

⑩
　
し
か
し
、
如
瑤
一
行
が
到
着
し
た
と
き
に
は
、
胡
惟
庸
は
す
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で
に
誅
に
伏
し
て
お
り
、
日
本
の
兵
士
は
雲
南
に
守
備
兵
と
し

て
送
ら
れ
た
。

　
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
、
陳
尚
勝
氏
は
、
全
く
時
間
の
経
過
が
記
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
不
審
な
点
の
第
一
に
挙
げ
て
い
る）
（1
（

。
一
方
で
、

日
本
か
ら
や
っ
て
来
た
使
節
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

①
〜
⑩
の
出
来
事
が
い
つ
起
こ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
お
お
よ
そ
の

復
元
は
可
能
で
あ
り
、
こ
の
点
は
陳
氏
も
認
め
て
い
る）
（1
（

。『
御
製
大

誥
三
編
』
の
記
事
に
見
え
る
「
帰
廷
用
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
先
学

も
指
摘
し
て
き
た
と
お
り
、『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
九
年
四
月
甲
申

（
一
日
）
条
に
日
本
国
王
使
と
し
て
名
前
が
み
え
る
「
圭
庭
用
」
と

間
違
い
な
く
同
一
人
物
で
あ
ろ
う）
（1
（

。
そ
し
て
、
こ
の
「
帰
廷
用
」
／

「
圭
庭
用
」
は
、
村
井
章
介
氏
が
比
定
す
る
よ
う
に
、
山
城
宝
福
寺

住
持
の
廷
用
文
珪
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
物
は
、
北
朝
の
後
光

厳
天
皇
か
ら
勅
額
を
う
け
、
後
円
融
天
皇
の
命
で
明
に
や
っ
て
来
た

こ
と
が
、
洪
武
帝
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
る
宋
濂
の
文
章
に
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
北
朝
と
の
つ
な
が
り
が
深
い
人
物
だ
と
同
氏
は
指
摘

す
る）
（1
（

。
つ
ま
り
、洪
武
九
年
の
日
本
国
王
使
の
実
際
の
派
遣
主
体
は
、

懐
良
や
九
州
南
朝
勢
力
で
は
な
く
、
北
朝
な
い
し
室
町
幕
府
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
⑨
に
名
前
の
見
え
る
如
瑤
は
、『
明
太
祖

実
録
』
洪
武
一
四
年
七
月
戊
戌
（
一
五
日
）
条
に
日
本
国
王
使
と
し

て
名
前
が
見
え
、
こ
の
如
瑶
こ
そ
が
、
洪
武
帝
の
激
し
い
怒
り
を
買

い
、
そ
れ
を
受
け
て
礼
部
が
日
本
国
王
と
日
本
征
夷
（
大
）
将
軍
に

宛
て
た
激
烈
な
内
容
の
二
通
の
移
書
―
―
そ
れ
ら
は
『
明
太
祖
実
録
』

や
『
高
皇
帝
御
製
文
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
―
―
を
発
す
る
き
っ

か
け
と
な
る
使
者
で
あ
る
。
こ
の
時
の
使
者
で
あ
っ
た
如
瑤
は
、
そ

の
通
字
の
「
如
」
か
ら
し
て
臨
済
宗
宏わ
ん
し智

派
の
別
源
円
旨
（
一
二
九
四

〜
一
三
六
四
）
の
門
弟
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
橋
本
雄
氏
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
、
同
氏
は
そ
こ
に
北
朝
・
室
町
幕
府
が
こ
の
時
の
遣
使

に
関
与
し
た
可
能
性
を
見
い
だ
す）
（1
（

。
筆
者
も
、
こ
の
時
の
二
通
の
移

書
の
う
ち
、
将
軍
に
宛
て
た
移
書
の
中
で
国
王
使
の
如
瑶
の
言
動
に

言
及
し
て
い
る）
（1
（

こ
と
か
ら
、
こ
の
橋
本
氏
の
推
論
は
蓋
然
性
が
高
い

と
考
え
る
。

　
史
料
の
内
容
に
話
を
戻
す
と
、
帰
廷
用
（
圭
庭
用
／
廷
用
文
珪
）

の
一
行
は
、
洪
武
九
年
中
に
日
本
を
離
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
一

行
を
林
賢
が
誤
認
逮
捕
し
、
林
賢
が
三
年
に
わ
た
っ
て
日
本
に
貶
謫

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
林
賢
の
日
本
流
謫
は
、

洪
武
九
年
中
あ
る
い
は
遅
く
と
も
翌
一
〇
年
の
早
い
時
期
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
胡
惟
庸
が
林
賢
を
呼
び
戻
し
、
謀
叛
を

実
行
に
移
そ
う
と
し
た
の
は
、
洪
武
一
二
年
も
し
く
は
洪
武
一
三
年

初
頭
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
如
瑤
と
と
も
に
林

賢
が
明
に
戻
っ
て
き
た
の
は
洪
武
一
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一

年
な
い
し
二
年
の
ズ
レ
を
陳
氏
は
こ
の
事
件
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
の

重
要
な
根
拠
の
一
つ
と
す
る）
（1
（

。
そ
の
点
、筆
者
も
異
論
は
な
い
。『
御

製
大
誥
三
編
』
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
が
ど
の
程
度
事
実
に
基
づ
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き
、
ど
の
程
度
架
空
の
こ
と
が
ま
ぎ
れ
込
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
ま

た
、
林
賢
が
行
っ
た
実
際
の
不
正
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し

て
も）
（1
（

、
同
書
が
同
時
代
史
料
で
あ
る
以
上
、
林
賢
が
処
刑
さ
れ
た
こ

と
を
当
時
の
人
々
が
納
得
す
る
よ
う
に
は
書
か
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
な
時
間
関
係
に
齟
齬
が
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
同
時
代
の
人
に
罪
状
を
知
ら
し
め
る
た
め
の
要
点

は
そ
こ
に
は
な
く
、
こ
の
記
事
の
表
題
が
「
指
揮
林
賢
胡
党
0

0

」
で
あ

る
こ
と
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
林
賢
が
胡
惟
庸
の
一
味
で
あ
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。

　
は
じ
め
に
で
述
べ
た
と
お
り
、
胡
惟
庸
が
処
刑
さ
れ
た
の
は
洪
武

一
三
年
の
正
月
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
胡
惟
庸
が
林
賢
を
呼
び
戻
す
の

は
、
洪
武
一
二
年
中
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
使
者
の
入
明
は
胡

惟
庸
の
処
刑
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
の
記
事
に
お
い
て
は
、

そ
の
点
の
整
合
性
だ
け
は
確
保
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
な
お
、
林

賢
の
日
本
へ
の
流
謫
や
胡
惟
庸
の
謀
叛
へ
の
荷
担
と
い
う
事
実
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
せ
る
点
が
、
陳
氏
が
指
摘
す
る
点
以

外
に
も
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
如
瑤
が
「
精
兵
四
百
余
名
」
を
連
れ
て
き
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
で
あ
る
。
不
思
議
な
点
は
、
こ
の
「
精
兵
」
た
ち
は
謀
叛

に
荷
担
す
る
つ
も
り
で
明
に
入
っ
た
も
の
の
、
謀
叛
は
実
行
に
移
さ

れ
ず
、
雲
南
に
流
さ
れ
て
そ
こ
で
防
備
に
充
て
ら
れ
た
と
史
料
は

語
っ
て
い
る
。「
精
兵
」
た
ち
が
雲
南
に
流
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

謀
反
の
企
み
自
体
は
洪
武
一
四
年
の
段
階
で
発
覚
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
な
ら
ば
、
如
瑤
に
日
本
か
ら
随
行
し
て
き
た
林
賢
は
、
同
年

の
時
点
で
厳
し
い
取
り
調
べ
を
受
け
て
い
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
形
跡
は
な
い
し
、『
明
太
祖
実
録
』
も
、
如
瑶
の
朝
貢

記
事
に
未
遂
の
謀
叛
事
件
の
こ
と
は
載
せ
な
い
。
さ
ら
に
、
謀
叛
を

加
担
し
よ
う
と
し
た
兵
士
を
辺
境
の
警
備
に
あ
て
る
と
い
う
の
も
か

な
り
不
可
解
で
あ
る
。
実
際
に
雲
南
に
流
さ
れ
た
の
は
、
入
明
す
る

は
ず
も
な
い
兵
士
で
は
な
く
、
こ
の
史
料
で
は
「
外
に
在
り
」
と
さ

れ
た
僧
侶
た
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う）
11
（

。「
指
揮
林
賢
胡
党
第
九
」
の
ナ

ラ
テ
ィ
ブ
に
お
い
て
は
謀
叛
に
荷
担
し
た
勢
力
が
問
題
な
の
だ
か

ら
、
わ
ざ
わ
ざ
「
倭
僧
外
に
在
り
」
な
ど
と
書
く
必
要
は
な
い
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
る
の
は
、
実
際
に
入
明
し
て
い
て
雲
南
に

流
さ
れ
る
と
い
う
憂
き
目
に
遭
っ
た
僧
侶
た
ち
と
、
実
際
に
は
い
な

か
っ
た
兵
士
た
ち
を
混
同
さ
せ
る
た
め
の
「
目
眩
ま
し
」
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
何
よ
り
も
、
朝
貢
使
の
一
行
が
内
部
の
謀
叛
勢
力
と
通
謀
し

て
実
際
に
武
力
行
使
を
目
論
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
実
際
に
あ
れ

ば
、そ
の
時
点
で
洪
武
帝
は
対
日
断
交
を
決
意
し
た
の
で
は
な
い
か
。

実
際
に
は
非
常
に
激
烈
か
つ
恫
喝
的
内
容
で
は
あ
る
が
、
改
め
て
朝

貢
を
促
す
移
書
を
礼
部
に
送
ら
せ
て
い
る
し
、
陳
氏
も
指
摘
す
る
と

お
り
、
そ
の
移
書
で
は
謀
叛
の
こ
と
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い）
1（
（

。
そ

の
こ
と
が
胡
惟
庸
・
林
賢
が
日
本
と
共
謀
し
て
謀
叛
を
企
ん
だ
と
い

う
事
実
が
な
い
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
で
は
な
い
か
。
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胡
惟
庸
・
林
賢
事
件
に
つ
い
て
の
歴
史
叙
述
（
大
西
）

３
　
林
賢
の
謀
叛
事
件
に
関
す
る
同
時
代
史
料
と
そ
の
考
察
（
２
）：

時
間
軸
以
外
の
問
題

　
前
節
で
は
、
林
賢
の
謀
叛
事
件
に
関
す
る
唯
一
の
同
時
代
史
料
と

い
っ
て
も
い
い
『
御
製
大
誥
三
編
』
所
収
の
「
指
揮
林
賢
胡
党
第
九
」

に
つ
い
て
、
主
に
時
間
軸
の
面
か
ら
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
洪
武

一
三
年
に
起
こ
っ
た
胡
惟
庸
の
疑
獄
事
件）
11
（

や
日
本
国
王
使
の
入
貢
と

何
と
か
関
連
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
破
綻
が
見
え
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。
や
は
り
林
賢
の
罪
状
は
事
実
で
は
な
く
捏
造
さ
れ
た
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。本
節
で
は
引
き
続
き
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
い
。

　
陳
氏
は
、
前
節
で
扱
っ
た
時
間
軸
の
問
題
以
外
に
も
、
い
く
つ
か

の
点
を
挙
げ
、
林
賢
の
謀
叛
事
件
の
事
実
性
を
否
定
す
る
。
冒
頭
で

も
述
べ
た
と
お
り
、
当
該
論
文
は
日
本
語
に
は
訳
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
そ
の
論
点
を
要
約
し
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
陳
氏
が
挙
げ
る
二
点
目
の
疑
問
は
、
林
賢
が
日
本
に

0

0

0

流
謫
さ
れ
た

と
す
る
問
題
で
あ
る）
11
（

。

　
洪
武
年
間
初
期
に
は
、
洪
武
帝
は
か
つ
て
天
下
を
争
っ
た
政
敵
の

子
孫
を
関
係
の
深
い
朝
貢
国
に
流
謫
し
て
い
た）
11
（

が
、
朝
貢
船
と
倭
寇

の
船
を
誤
認
す
る
程
度
で
外
国
、
ま
し
て
高
麗
に
較
べ
て
は
る
か
に

関
係
の
よ
く
な
い
日
本
に
流
謫
す
る
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

　
陳
理
・
明
昇
の
両
人
が
実
際
に
高
麗
へ
送
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、『
高
麗
史
』
で
も
確
認
が
で
き
る）
11
（

。
し
か
も
、
階
上
で
対
面
す

る
も
の
の
、
拝
礼
が
終
わ
っ
た
後
は
、
明
に
赴
い
た
使
者
の
下
座
に

着
す
る
な
ど
、
決
し
て
丁
重
と
は
い
え
な
い
扱
い
で
あ
っ
た
。
こ
の

時
の
国
王
は
恭
愍
王
で
、
明
に
対
し
て
極
め
て
忠
実
な
態
度
を
取
っ

た
王
で
あ
り
、
こ
の
王
の
在
位
中
の
明
・
高
麗
関
係
は
良
好
で
あ
っ

た）
11
（

。
た
し
か
に
、
臣
従
の
意
思
を
示
し
て
、
か
つ
洪
武
帝
が
そ
の
支

配
者
を
国
王
と
し
て
認
め
た
国
で
あ
れ
ば
、
流
謫
し
た
人
物
の
扱
い

も
明
側
の
意
向
ど
お
り
で
あ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
の
で
、
流
謫
先

と
し
て
機
能
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
帰
廷
用
は
、
倭
寇
が
明
の
沿

岸
地
域
に
被
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
謝
罪
は
し
た
も
の

の
、
こ
の
時
の
上
表
文
に
つ
い
て
は
、「
表
語
不
誠
」
を
責
め
ら
れ

て
い
る）
11
（

。
陳
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
洪
武
帝

が
日
本
を
流
謫
先
に
選
ぶ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
次
に
陳
氏
は
三
点
目
の
疑
問
と
し
て
、
林
賢
を
日
本
に
流
謫
し
た

結
果
を
挙
げ
る
。

　
仮
に
『
御
製
大
誥
』
が
史
実
だ
と
し
て
、
犯
罪
人
と
し
て
日
本
に

や
っ
て
来
た
林
賢
が
日
本
か
ら
予
定
ど
お
り
に
明
に
戻
れ
る
の
か
、

あ
る
い
は
命
そ
の
も
の
が
保
証
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
さ
ら
に

は
、
林
賢
が
日
本
国
内
で
活
動
し
た
と
す
る
な
ら
、
ど
う
し
て
一
切

史
料
が
残
っ
て
い
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
示
す
る）
11
（

。

　
日
本
側
に
史
料
が
一
切
残
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
る

い
は
偶
然
の
結
果
と
い
う
説
明
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
朝
貢
船

を
誤
認
逮
捕
し
た
人
物
を
そ
の
派
遣
元
の
国
に
流
謫
す
る
と
い
う
の
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は
、
や
は
り
不
自
然
で
あ
る
。
洪
武
帝
が
林
賢
を
日
本
に
流
謫
し
た

と
い
う
事
実
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
四
点
目
と
し
て
、
林
賢
の
帰
国
の
方
法
に
も
疑
問
を
投

げ
か
け
る
。

　
仮
に
、
洪
武
帝
に
よ
っ
て
日
本
に
流
謫
さ
れ
た
林
賢
を
胡
惟
庸
が

呼
び
戻
し
た
な
ら
、
な
ぜ
、
洪
武
一
四
年
の
時
点
で
林
賢
は
処
刑
さ

れ
ず
、
そ
の
後
も
生
き
て
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る）
11
（

。
洪
武
帝
が
流
謫
し
た
人
物
が
日
本
か
ら
の
朝
貢
使
を
と
も

な
っ
て
戻
っ
て
く
る
と
い
う
の
も
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
も
、
前
節

で
も
確
認
し
た
と
お
り
、『
御
製
大
誥
』
の
記
述
の
な
か
で
は
、
そ

の
朝
貢
使
が
胡
惟
庸
の
謀
叛
に
加
担
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
洪
武

一
四
年
の
時
点
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
林
賢
が
如
瑤

一
行
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
な
ら
ば
、
や
は
り
謀
叛
計
画
が
発
覚

し
た
時
点
で
粛
清
の
憂
き
目
に
遭
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　
陳
氏
は
、
以
上
の
五
点
の
疑
問
に
対
す
る
ま
と
め
と
し
て
、
林
賢

の
事
件
の
事
実
性
を
否
定
す
る
。

　
筆
者
も
基
本
的
に
そ
れ
に
異
論
は
な
く
、
最
低
限
の
辻
褄
合
わ
せ

は
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、『
明
太
祖
実
録
』
な
ど
他
の
史
料
と
の

整
合
性
は
お
ろ
か
、史
料
内
部
で
の
不
整
合
も
多
々
見
ら
れ
る
以
上
、

や
は
り
、
林
賢
が
日
本
へ
行
っ
た
こ
と
、
日
本
国
王
が
使
者
如
瑤
と

と
も
に
軍
隊
を
送
り
込
ん
で
胡
惟
庸
の
謀
叛
に
加
担
し
よ
う
と
し
た

こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
る
。

二
　
一
六
世
紀
以
後
の
史
料
に
み
え
る
林
賢
事
件

１
　『
明
史
』
日
本
伝
の
語
る
林
賢
事
件
の
内
容

　
前
章
で
は
、
胡
惟
庸
・
林
賢
の
事
件
に
つ
い
て
、
最
も
根
本
的
な

史
料
で
あ
る
が
、
作
為
に
満
ち
て
も
い
る
『
御
製
大
誥
三
編
』
所
収

の
「
指
揮
林
賢
胡
党
第
九
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
本
章
で

は
、
時
代
が
下
っ
て
か
ら
成
立
し
た
記
事
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
は
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
史
料
と
し
て
有
名
な
『
明
史
』
日

本
伝
の
記
事
を
確
認
し
た
い
。
な
お
、「
二
十
四
史
」
と
総
称
さ
れ

る
中
国
の
正
史
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
明
史
』
が
、
張
廷
玉
ら
に
よ
っ

て
完
成
し
た
の
は
清
の
雍
正
一
三
年
（
一
七
三
五
）
の
こ
と
で
あ
る
。

是
よ
り
先
、
胡
惟
庸
逆
を
謀
り
、
日
本
を
藉か

り
て
助
け
と
為
さ

ん
と
欲
し
、
乃
ち
厚
く
寧
波
衛
指
揮
使
林
賢
と
結
び
て
佯
い
つ
は

り

て
賢
の
罪
を
奏
し
、
日
本
に
謫
居
し
て
、
其
の
君
臣
と
交
通
せ

し
む
。
尋つ

い
で
賢
の
職
を
復
す
る
を
奏
し
、
使
を
遣
し
て
之
を

召
す
。
密
か
に
其
の
王
に
致
書
し
、
兵
を
借
り
て
己
を
助
け
ん

と
す
。
賢
還
り
、
其
の
王
僧
如
瑤
を
遣
は
し
兵
卒
四
百
余
人
を

率
ゐ
て
、
詐
り
て
入
貢
と
称
し
、
且
つ
巨
燭
を
献
じ
て
、
火
薬
・

刀
剣
を
其
の
中
に
蔵
す
。
既
に
至
る
も
、
惟
庸
已
に
敗
れ
、
計

行
は
れ
ず
。
帝
も
亦
た
未
だ
其
の
狡
謀
を
知
ら
ざ
る
也
。
数
年

を
越
え
て
、
其
の
事
始
め
て
露
は
れ
、
乃
ち
賢
を
族
す
。
而
し

て
日
本
に
怒
る
こ
と
特
に
甚
だ
し
く
、意
を
決
し
て
之
を
絶
ち
、
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専
ら
防
海
を
以
て
務
め
と
為
す）
11
（

。

　
こ
の
記
述
と
『
御
製
大
誥
三
編
』
の
記
述
を
比
較
す
る
と
、
以
下

の
違
い
を
指
摘
で
き
る
。

①
　『
御
製
大
誥
三
編
』
に
は
な
か
っ
た
、
大
き
な
蝋
燭
を
献
じ

て
そ
の
中
に
火
薬
や
刀
剣
を
隠
し
た
と
い
っ
た
荒
唐
無
稽
な
話

が
『
明
史
』
で
は
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

②
　『
御
製
大
誥
三
編
』
で
は
、
胡
惟
庸
が
す
で
に
処
刑
さ
れ
て

い
た
た
め
謀
叛
計
画
は
実
行
に
移
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
計

画
の
存
在
自
体
は
如
瑶
の
入
明
の
時
点
で
明
る
み
に
出
て
い
た

の
に
対
し
、『
明
史
』
で
は
、謀
叛
が
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
結
果
、

洪
武
帝
は
如
瑶
の
朝
貢
の
時
点
で
は
日
本
も
加
担
し
た
謀
叛
計

画
に
気
づ
か
な
か
っ
た
と
す
る
。

③
　『
御
製
大
誥
三
編
』
で
は
、
林
賢
及
び
そ
の
男
性
の
係
累
の

処
刑
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
明
史
』
で
は
、

対
日
断
交
の
原
因
と
し
て
林
賢
の
事
件
が
語
ら
れ
て
い
る
。

④
　
テ
ク
ス
ト
全
体
の
印
象
と
し
て
、『
御
製
大
誥
三
編
』
の
記

事
は
、
内
部
に
相
互
矛
盾
が
多
い
の
に
対
し
、『
明
史
』
で
は
、

荒
唐
無
稽
な
部
分
も
あ
る
が
、
林
賢
の
処
刑
が
胡
惟
庸
の
そ
れ

よ
り
も
六
年
遅
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
応
の
説
明
が
つ
い

て
い
る
。

　
前
節
で
考
察
し
た
『
御
製
大
誥
三
編
』
が
洪
武
年
間
に
編
纂
さ
れ

て
か
ら
、
ほ
ぼ
明
一
代
を
か
け
て
、
胡
惟
庸
・
林
賢
の
謀
叛
事
件
に

関
す
る
内
容
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
だ
ろ

う
。

　
次
に
、
時
期
的
に
両
者
の
間
に
位
置
し
、
海
防
上
の
観
点
か
ら
日

本
へ
の
関
心
が
高
ま
る
嘉
靖
年
間
（
一
五
二
二
〜
一
五
六
六
）
以
降
、

こ
の
事
件
に
関
す
る
叙
述
が
ど
う
変
わ
る
か
を
確
認
し
た
い
。

２
　『
日
本
国
考
略
』
が
語
る
林
賢
事
件

　『
日
本
国
考
略
』
は
、
寧
波
の
乱
を
き
っ
か
け
に
、
知
定
海
県
事

で
あ
っ
た
鄭
余
慶
の
命
で
、
常
州
の
（
現
中
華
人
民
共
和
国
江
蘇
省

常
州
市
）
の
司
訓
（
司
法
教
官
）
の
地
位
に
あ
っ
た
薛
俊
と
い
う
人

物
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
書
が
一
六
世
紀
以
降
に

相
次
い
で
中
国
で
編
纂
さ
れ
る
日
本
地
誌
の
う
ち
、
も
っ
と
も
古
い

も
の
で
あ
り）
1（
（

、
現
時
点
で
筆
者
が
検
出
し
得
た
限
り
に
お
い
て
、『
御

製
大
誥
三
編
』
に
つ
ぎ
林
賢
の
疑
獄
事
件
に
関
す
る
古
い
史
料
で
あ

る
。

　
両
事
件
の
記
事
は
、
同
書
末
尾
の
「
国
朝
貢
変
略
」
に
収
め
ら
れ

て
お
り
、
洪
武
年
間
の
日
明
間
の
対
立
の
経
緯
と
と
も
に
、
以
下
の

と
お
り
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
行
論
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
読
み

下
し
文
で
は
年
ご
と
に
改
行
し
て
洪
武
何
年
の
こ
と
か
が
わ
か
り
や

す
く
す
る
よ
う
に
し
た
。

（
洪
武
）
十
二
年
、
使
を
遣
は
し
て
貢
物
す
る
も
、
表
文
無
く
、

三
辺
に
発
し
て
安
挿
す
。
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十
三
年
僧
を
違
は
し
て
入
貢
す
る
も
、
亦
た
表
文
無
く
、
三
辺

に
発
し
て
安
挿
す
。

十
四
年
僧
を
遣
は
し
て
入
貢
す
。
表
有
り
。
前
来
の
姓
氏
悉
く

放
ち
て
国
に
還
す
。
前
二
次
を
通
じ
て
、
取
し
て
京
に
赴
き
て

宴
し
賞
賜
も
て
帰
る
。

十
五
年
、
帰
廷
用
を
遣
使
し
て
入
貢
す
。
時
に
明
州
備
倭
指
揮

林
賢
、
枢
密
使
胡
惟
庸
と
交
通
し
、
陰
か
に
宣
使
陳
得
中
を
し

て
設
計
せ
し
め
、
廷
用
の
帰
貢
す
る
船
を
寇
と
為
し
て
擒
へ
、

其
賞
賜
を
分
か
ち
て
移
文
す
。
中
書
其
の
失
を
奏
し
、
林
賢
を

以
て
責
め
て
日
本
に
貶
す
。

十
六
年
六
月
二
十
八
日
、
船
十
八
隻
金
郷
小
濩
寨
を
寇
す
。
時

に
温
州
平
陽
所
守
備
把
哨
官
軍
敵
退
し
、
寇
首
五
顆
を
勦た

つ
。

十
九
年
胡
惟
庸
偽
使
も
て
林
賢
を
取
回
す
。
林
賢
の
日
本
に
謫

流
す
る
こ
と
三
年
に
し
て
、
胡
惟
庸
暗
か
に
蘆
州
人
の
李
枉
を

差
し
て
偽
り
て
中
書
に
充
て
、彼
を
し
て
林
賢
を
取
回
せ
し
む
。

就
ち
其
の
精
練
の
甲
兵
百
余
名
を
借
り
、
僧
如
瑶
を
し
て
朝
貢

と
詐
称
し
て
巨
燭
を
献
ぜ
し
め
、
内
に
火
薬
・
兵
器
を
蔵
し
、

意
は
不
測
を
懐
く
。
比
ち
か
ご
ろ

胡
惟
庸
預
か
る
に
不
軌
を
以
て
し
、

事
露
は
れ
て
誅
せ
ら
れ
、
倭
兵
は
雲
南
に
発
し
て
守
禦
す
る
に

至
る
。
是
の
年
十
月
廿
五
日
林
賢
典
刑
せ
ら
る
。
祖
訓
に
曰
く
、

「
日
本
山
を
限
り
海
を
隔
て
、
一
隅
に
僻
在
し
て
、
其
地
を
得

る
も
以
て
供
給
す
る
に
足
り
ず
、
其
の
民
を
得
る
も
以
て
使
令

す
る
に
足
り
ず
。
故
に
兵
を
興
し
て
伐
を
致
さ
ず
。
著
し
て
訓

章
と
為
し
、
其
の
往
来
を
絶
つ）
11
（

。

　
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
林
賢
が
日
本
に
流
さ
れ
た
の
が
洪
武
一
五

年
の
こ
と
で
、洪
武
一
九
年
の
使
者
に
同
行
し
て
明
に
戻
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
先
に
見
た
と
お
り
、
胡
惟
庸
が
処
刑
さ
れ
た
の
は
洪
武

一
三
年
の
こ
と
で
あ
り
、
如
瑶
の
入
明
も
洪
武
一
四
年
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
共
に
事
実
で
は
な
い
。
一
方
で
、
林
賢
が
三
年

に
わ
た
っ
て
日
本
に
流
謫
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
胡
惟
庸
が
林
賢
を
連

れ
戻
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
陳
得
中
や
李
旺
（
枉
）
と
い
う
人
名
が

両
方
の
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
薛
俊
自
身
が
「
指

揮
林
賢
胡
党
第
九
」
を
参
考
に
し
て
こ
の
記
事
を
書
い
た
か
、
あ
る

い
は
他
の
人
物
が
「
指
揮
林
賢
胡
党
第
九
」
を
参
考
に
書
い
た
記
事

を
薛
俊
が
引
き
写
し
た
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
間
違
い
が
起
こ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
解
く
鍵
は
「
帰
廷
用
」
の
入
貢
を
い
つ
の
こ
と
と
考
え
る
か
、

に
あ
る
。

　「
指
揮
林
賢
胡
党
第
九
」
の
な
か
に
あ
る
日
付
は
、
林
賢
が
処
刑

さ
れ
た
「（
洪
武
）
十
九
年
冬
十
月
二
十
五
日
」
だ
け
で
あ
る
。
そ

の
日
付
を
も
と
に
逆
算
す
る
と
次
の
よ
う
な
推
定
が
可
能
に
な
る
。

林
賢
と
如
瑶
の
入
貢
に
よ
っ
て
、
謀
叛
が
発
覚
し
て
林
賢
が
処
刑
さ

れ
、
如
瑶
の
一
行
が
雲
南
に
流
さ
れ
た
と
「
指
揮
林
賢
胡
党
第
九
」

を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、そ
れ
ら
は
洪
武
一
九
年
の
で
き
ご
と
と
な
り
、
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そ
こ
か
ら
三
年
を
遡
ら
せ
れ
ば
、帰
廷
用
は
洪
武
一
六
年
も
し
く
は
、

早
け
れ
ば
前
年
の
一
五
年
に
入
貢
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
別
の
不
都
合
が
出
て
く
る
。
も
し
、
帰

廷
用
が
一
五
年
に
入
貢
し
て
、
林
賢
が
そ
の
後
日
本
に
流
さ
れ
た
と

す
る
と
、
胡
惟
庸
は
洪
武
帝
に
対
し
て
林
賢
を
告
発
す
る
こ
と
は
で

き
な
く
な
る
。
彼
が
処
刑
さ
れ
た
の
は
洪
武
一
三
年
の
正
月
だ
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、『
明
太
祖
実
録
』

に
よ
る
と
、
圭
庭
用
の
朝
貢
は
洪
武
九
年
の
こ
と
で
あ
り
、
洪
武

一
五
年
に
は
如
何
な
る
名
義
で
も
朝
貢
の
記
録
は
な
い
。
こ
の
こ
と

も
、
洪
武
一
五
年
の
帰
廷
用
に
よ
る
朝
貢
は
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
筆
者

の
推
定
、
す
な
わ
ち
林
賢
の
処
刑
さ
れ
た
洪
武
一
九
年
か
ら
の
逆
算

に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
推
測
で
き
る
。

　
そ
し
て
、こ
の
記
事
を
『
明
史
』
日
本
伝
の
そ
れ
と
く
ら
べ
る
と
、

『
明
史
』
日
本
伝
で
は
、
如
瑶
の
入
貢
か
ら
数
年
経
っ
て
事
態
が
明

る
み
に
出
る
こ
と
が
記
さ
れ
、今
述
べ
て
き
た
『
日
本
国
考
略
』「
国

朝
貢
変
略
」
の
日
本
国
王
使
の
入
明
時
期
に
関
す
る
問
題
が
解
決
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、こ
の
「
国
朝
貢
変
略
」

で
す
で
に
火
薬
や
兵
器
を
仕
込
ん
だ
巨
燭
を
献
上
し
て
い
る
な
ど
の

記
事
が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

３
　
鄭
若
曾
『
籌
海
図
編
』
が
語
る
林
賢
事
件

　『
籌
海
図
編
』
は
、
嘉
靖
四
一
年
に
出
版
さ
れ
た
、
日
本
を
仮
想

敵
国
と
し
た
海
防
書
で
あ
る
。
同
書
の
洪
武
年
間
の
日
明
関
係
に
関

す
る
記
述
は
、巻
之
二
の
「
倭
奴
朝
貢
事
略
」
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
記
事
を
以
下
に
掲
げ
る
。
同
書
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し

た
と
す
る
『
日
本
国
考
略
』
と
較
べ
て
も
脱
漏
が
多
い
こ
と
が
う
か

が
え
る）
11
（

。
な
お
、
引
用
史
料
中
の
〈
　
〉
は
、
原
文
の
割
注
を
示
す
。

洪
武
十
二
年
入
貢
す
。

〈
夷
舡
一
隻
貢
と
称
す
る
も
、
表
文
無
き
に
縁
り
、
之
を
却
く
。

来
た
る
人
雲
南
川
陝
三
辺
に
分
発
し
て
安
挿
す
。〉

洪
武
一
三
年
入
貢
す
。

〈
僧
を
遣
は
し
馬
及
び
茶
布
刀
扇
の
類
を
貢
ず
る
も
、
亦
た
表

文
無
し
。
其
の
私
貢
た
る
を
以
て
納
め
ず
。
来
た
る
人
仍よ
っ

て
三

辺
に
発
し
て
安
挿
す
。〉

洪
武
十
四
年
入
貢
す
。

〈
七
月
国
王
良
懐
僧
如
瑤
を
遣
は
し
、
馬
十
匹
及
び
方
物
を
貢

ず
。
前
来
の
人
舡
花
名
を
通
有
す
れ
ば
、
乃
ち
命
じ
て
行
取
し

て
京
に
赴
か
し
め
、宴
賞
し
て
帰
国
せ
し
む
。
○
会
典
記
す
に
、

十
二
年
貢
は
十
年
に
作
り
、
十
四
年
の
貢
は
、
三
辺
に
発
し
て

安
挿
す
に
作
る
。
南
京
礼
部
案
と
同
じ
な
ら
ざ
れ
ば
、
必
ず
記

者
の
誤
り
な
る
の
み
。
通
志
は
其
の
貢
を
却
く
に
作
る
。〉

洪
武
十
五
年
入
貢
す
。

〈
帰
廷
用
を
し
て
方
物
を
入
貢
せ
し
む
。
厚
く
賞
し
て
回
還
す

る
に
、
明
州
備
倭
指
揮
林
賢
京
に
在
り
て
随
駕
せ
し
時
、
枢
密



－  21  －

史
苑
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四
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使
胡
惟
庸
と
交
通
し
、
潜
か
に
宣
使
陳
得
中
を
遣
は
し
密
か
に

与
に
設
計
し
、
帰
廷
用
を
将も
っ

て
、
誣
い
つ
は

り
て
倭
寇
と
為
し
、
分

く
る
に
賞
賜
を
用
て
せ
し
め
、中
書
省
挙
げ
て
其
の
罪
を
奏
し
、

賢
を
日
本
に
流
す
。〉

洪
武
十
六
年
詔
し
て
日
本
の
貢
を
絶
つ
。

〈
賢
流
さ
る
る
こ
と
三
年
、
逆
臣
胡
惟
庸
暗
か
に
人
を
遣
は
し

宣
使
を
充
て
て
私
に
日
本
に
往
か
し
め
て
取
回
し
、
就
ち
精
練

の
兵
四
百
を
借
り
、
僧
如
瑤
と
與
に
巨
燭
を
来
献
し
、
中
に
火

薬
・
兵
具
を
蔵
し
、
意
は
乱
を
図
る
に
在
り
、
上
大
い
に
怒
り

て
賢
を
市
に
磔
に
し
、
乃
ち
詔
を
降
し
て
其
の
君
臣
を
責
め
、

其
の
貢
を
絶
つ
。
祖
訓
に
云
く
、
日
本
は
海
を
隔
て
一
隅
に
僻

在
す
る
を
以
て
、其
の
地
を
得
る
も
以
て
不
足
す
る
に
足
り
ず
、

其
の
民
を
得
る
も
以
て
使
令
す
る
に
足
り
ず
、
故
に
兵
を
興
し

て
伐
を
致
さ
ず
、
著
し
て
訓
章
と
為
し
、
其
の
往
来
を
絶
つ）
11
（

。〉

　
鄭
若
曾
は
前
項
で
扱
っ
た
『
日
本
国
考
略
』
を
『
籌
海
図
編
』
や

そ
れ
に
先
行
す
る
『
日
本
図
纂
』
を
編
纂
す
る
際
に
参
考
に
し
て
い

る
よ
う
で
あ
り
、
林
賢
の
処
刑
と
対
日
断
交
の
決
意
を
洪
武
一
六
年

の
こ
と
と
し
て
い
る
以
外
は
、
ほ
ぼ
『
日
本
国
考
略
』
の
記
事
を
踏

襲
し
て
い
る
。
前
節
で
み
た
と
お
り
同
書
で
は
洪
武
一
九
年
の
記
事

の
直
前
に
洪
武
一
六
年
に
浙
江
で
倭
寇
の
被
害
が
あ
っ
た
記
事
を
載

せ
て
い
る
の
で
、
こ
の
倭
寇
の
記
事
に
附
さ
れ
た
年
を
、
林
賢
に
関

す
る
一
件
の
そ
れ
と
見
誤
っ
て
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

４
　
鄭
舜
功
『
日
本
一
鑑
』
が
語
る
林
賢
事
件

　
本
項
目
で
扱
う
『
日
本
一
鑑
』
も
、
前
項
の
『
籌
海
図
編
』
と
並

ん
で
よ
く
知
ら
れ
、
広
く
読
ま
れ
た
日
本
地
誌
で
あ
る
。
同
書
を
編

纂
し
た
鄭
舜
功
は
、
弘
治
二
年
（
嘉
靖
三
五
、一
五
五
六
）
の
夏
か

ら
年
末
に
か
け
て
豊
後
に
滞
在
し
た
。
彼
は
そ
の
経
験
を
も
と
に

編
纂
し
、
倭
寇
の
動
静
や
、
歴
史
・
地
理
な
ど
を
様
々
に
綴
っ
て

い
る）
11
（

。
同
書
は
地
理
書
で
あ
る
「

島
新
編
」・
日
本
に
関
す
る
記

述
を
収
め
た
「
窮
河
話
海
」・
中
国
か
ら
日
本
ま
で
の
航
路
を
記
し
、

実
際
に
鄭
舜
功
が
旅
し
た
ル
ー
ト
の
様
子
を
詠
ん
だ
漢
詩
を
お
さ
め

る
「
桴
海
図
経
」
の
三
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
洪
武
年
間
の
日
明

関
係
に
関
す
る
記
述
は
、「
窮
河
話
海
」
の
う
ち
巻
之
七
の
「
奉
貢
」

の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
同
巻
の
日
明
関
係
史
に
関
す
る
記
述
で
特
徴
的
な
の
は
、『
明
太

祖
実
録
』
が
載
せ
る
記
事
を
か
な
り
正
確
に
拾
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。特
に
洪
武
一
九
年
の
宗
嗣
亮
の
入
貢
記
事
を
載
せ
て
い
る
の
は
、

本
稿
で
扱
っ
た
史
料
で
は
、『
明
太
祖
実
録
』
の
み
で
あ
り
、
そ
の

点
は
同
書
の
際
立
っ
た
特
徴
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
同
書
で
は
、
胡

惟
庸
・
林
賢
事
件
に
関
す
る
記
述
は
、
洪
武
一
四
年
の
使
者
如
瑤）
11
（

の

朝
貢
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
記
事
の
割
り
注
と
し
て
、
以
下
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、引
用
史
料
中
の〈
　
　
〉は
割
注
を
示
す
。

洪
武
辛（
一
四
年
）
酉
、
如
瑤
来
貢
す
。
恪
つ
つ
し

ま
ざ
れ
ば
之
を
却
く
。〈
考
略

に
云
は
く
、「
是
よ
り
先
、
姦
臣
胡
惟
庸
、
偽
使
李
旺
を
中
書
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に
充
て
、
日
本
に
使
し
て
林
賢
を
取
回
せ
し
め
、
如
瑤
を
し
て

詐い
つ
は

り
て
巨
燭
を
献
ぜ
し
め
、
彼
の
至
る
や
惟
庸
預
る
に
不
軌

を
以
て
し
、
事
露
は
れ
て
誅
に
伏
す
る
を
致
す
。
倭
兵
も
て
陝

西
・
四
川
等
の
処
に
発
し
て
守
禦
せ
し
め
、
林
賢
は
典
刑
せ
ら

る
。
仍
ほ
礼
部
に
命
じ
て
移
書
し
て
其
の
王
を
責
む
。
是こ
こ

に
お

い
て
太
祖
高
皇
帝
著
し
て
訓
章
と
為
し
、
以
て
之
を
絶
つ
。
功

謹
し
ん
で
按
ず
る
に
、
此
れ
原も
と

よ
り
内
姦
の
陰
か
に
誘
へ
る
も

の
に
し
て
、
倭
夷
の
初
心
に
非
ざ
る
也）
11
（

。」〉

　
他
の
史
料
に
な
い
記
述
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
洪
武
一
四
年
の
如

瑶
の
朝
貢
を
う
け
て
日
本
国
王
に
た
い
し
て
譴
責
の
移
書
を
送
っ
て

い
る
こ
と
を
、
如
瑤
と
林
賢
の
加
担
、
な
ら
び
に
、
胡
惟
庸
・
林
賢

と
日
本
と
の
通
謀
の
結
果
だ
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
た
び
た
び
言
及
し
て
い
る
と
お
り
、
実
際
の
林
賢
の
処
刑
は
洪
武

一
九
年
で
あ
り
、
洪
武
一
四
年
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
を

見
る
限
り
、
林
賢
の
処
刑
は
洪
武
一
四
年
の
こ
と
と
鄭
舜
功
は
考
え

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
過
去
に
筆
者
が
復
元
し
た
事
実
関

係
の
経
過
を
も
う
一
度
こ
こ
で
記
し
て
お
く
と
、
洪
武
一
四
年
の
如

瑶
の
朝
貢
を
受
け
て
、
武
力
行
使
す
ら
匂
わ
せ
な
が
ら
激
し
く
日
本

を
批
判
す
る
、
日
本
国
王
宛
て
と
日
本
征
夷
将
軍
（
足
利
義
満
）
あ

て
の
二
通
の
移
書
が
、
如
瑶
の
帰
国
に
際
し
て
発
せ
ら
れ
た
。
そ
れ

に
対
す
る
日
本
側
の
回
答
が
《
良
懐
上
表
文
》
で
あ
り
、
洪
武
一
九

年
に
な
っ
て
そ
れ
が
明
に
齎
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
急
ぎ
胡
惟
庸

の
一
味
で
あ
り
日
本
と
も
通
謀
し
た
な
ど
の
罪
状
を
捏
造
さ
れ
て
林

賢
は
処
刑
さ
れ
て
対
日
断
交
が
表
明
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高

い）
11
（

。
洪
武
年
間
の
日
本
に
関
す
る
情
報
を
同
時
代
人
の
な
か
で
は
か

な
り
正
確
に
把
握
し
て
い
た
鄭
舜
功
で
す
ら
、
彼
の
按
語
の
な
か
に

あ
る
「
明
人
の
裏
切
り
者
が
密
か
に
誘
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本

側
の
発
案
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
く
だ
り
か
ら
推
す
に
、
胡
惟

庸
・
林
賢
の
謀
反
事
件
に
つ
い
て
は
事
実
と
み
て
、
他
の
史
料
と
の

整
合
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
形
跡
が
う
か
が
え
る
。

　
南
北
朝
末
期
の
こ
の
時
点
で
は
、
九
州
の
南
朝
勢
力
で
あ
れ
、
吉

野
の
南
朝
で
あ
れ
、
北
朝
で
あ
れ
、
そ
し
て
義
満
な
い
し
室
町
幕
府

で
あ
れ
、
明
に
対
し
て
一
戦
を
交
え
る
理
由
は
想
定
し
が
た
い
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
嘉
靖
三
〇
年
代
の
倭

寇
の
猖
獗
は
激
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

５
　
嘉
靖
年
間
の
浙
江
地
方
誌
が
語
る
林
賢
事
件

　
つ
ぎ
に
、嘉
靖
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
浙
江
地
方
の
地
方
誌
の
う
ち
、

ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
編
纂
さ
れ
、
か
つ
林
賢
事
件
に
言
及
の
あ
る
二
点

に
つ
い
て
、
同
事
件
に
関
す
る
記
述
を
検
討
し
た
い
。

　
ま
ず
は
、『（
嘉
靖
）
寧
波
府
志
』（
以
下
、『
寧
波
府
志
』）
か
ら

検
討
し
た
い
。同
書
は
嘉
靖
三
九
年
に
張
時
徹
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
。

以
下
に
関
連
す
る
記
述
を
掲
げ
る
。
前
節
と
同
様
に
、
読
み
下
し
文

で
は
年
ご
と
に
改
行
し
た
。
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（
洪
武
）
十
二
年
、来
貢
す
。
験
ず
る
に
表
文
無
し
。
雲
南
・
川
・

陝
に
発
し
て
安
挿
す
。

明
（
一
三
年
）年
、
復
た
来
貢
す
る
も
亦
表
文
無
し
、
仍
て
発
し
て
安
挿
す
。

又
明
（
十
四
年
）年

来
貢
す
。
験
有
り
。
前
年
来
貢
の
人
名
・
船
籍
、
檄
し

て
京
師
に
至
り
、
宴
を
錫
ひ
て
遣
は
し
帰
る
。

十
五
年
、
使
臣
帰
廷
用
来
貢
す
。
備
倭
指
揮
林
賢
、
枢
密
使
胡

惟
庸
と
交
通
し
、
計
り
て
遣
は
し
還
る
夷
使
を
擒
へ
、
誣
い
つ
は

り

て
寇
盗
と
為
し
、
其
の
貨
物
を
私
す
。
中
書
省
挙
げ
て
其
の
罪

を
奏
し
、
賢
を
日
本
に
流
す
。

十
六
年
六
月
、
夷
船
一
十
八
隻
、
寇
金
鄕
小
濩
寨
、
官
兵
敵
し

て
之
を
却
く
。

明
（
一
七
年
）年

胡
惟
庸
、偽
り
て
廬
州
人
の
李
旺
を
差
し
て
宣
使
に
充
て
、

以
て
林
賢
を
還
す
。倭
兵
四
百
余
人
を
率
ゐ
て
僧
如
瑤
と
来
り
、

巨
燭
を
献
じ
、
中
に
火
薬
・
兵
器
を
蔵
し
、
乱
逆
を
図
謀
す
。

至
れ
る
比こ
ろ

惟
庸
誅
せ
ら
れ
、
朝
廷
其
の
逆
党
を
治
す
。
賢
を
極

刑
に
処
し
、
夷
兵
雲
南
に
発
し
て
守
禦
せ
し
む）
11
（

。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
林
賢
の
日
本
流
謫
が
洪
武
一
五
年
、
林
賢
の
帰

国
と
如
瑶
の
朝
貢
が
同
一
七
年
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
先
に
一
五

年
に
は
い
か
な
る
名
義
で
も
『
明
太
祖
実
録
』
に
は
日
本
か
ら
の
朝

貢
の
記
録
は
な
い
と
記
し
た
が
、
そ
れ
は
一
七
年
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。
や
は
り
佐
久
間
重
男
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
朝
貢
に
つ

い
て
は
『
明
太
祖
実
録
』
の
記
事
を
基
本
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
べ

き
で
、
こ
の
両
年
に
日
本
か
ら
の
朝
貢
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う）
11
（

。
そ
し
て
、
本
来
は
存
在
し
な
い
洪
武
一
五
年
の
朝
貢
の

時
に
、
胡
惟
庸
と
林
賢
の
共
謀
が
あ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
（
既
に

処
刑
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
得
な
い
の
だ
が
）、
如
瑶
の
入
貢
お
よ

び
謀
反
未
遂
を
林
賢
が
日
本
に
流
謫
さ
れ
て
か
ら
三
年
目

0

0

0

と
な
る
洪

武
一
七
年
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
応
の
説
明
は
つ
く
。

　
こ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
同
時
期
の
地
方
史
で
あ
る
『（
嘉
靖
）
浙

江
通
志
』（
以
下
、『
浙
江
通
志
』）
の
に
つ
い
て
も
み
て
お
き
た
い
。

同
書
は
嘉
靖
四
〇
年
に
胡
宗
憲
・
薛
応
旂
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
。

　
そ
の
巻
六
〇
（
経
武
志
第
九
之
四
）
は
洪
武
四
年
に
日
本
国
王
良

懐
が
祖
来
を
派
遣
し
た
記
事
か
ら
始
ま
り
、
洪
武
一
四
年
に
次
の
よ

う
な
記
事
が
あ
る
。

洪
武
十
四
年
七
月
、
日
本
国
王
良
懐
、
僧
如
瑶
ら
を
遣
は
し
方

物
及
び
馬
十
疋
を
貢
ず
。
上
命
じ
て
其
の
貢
を
却
く
。
仍
ね

て
礼
部
に
命
じ
て
書
も
て
其
の
国
王
を
責
め
て
曰
く
、（
中
略
）

復
た
移
書
し
て
日
本
征
夷
将
軍
を
責
め
て
曰
く
、（
以
下
略）
1（
（

）

と
あ
る
。
こ
れ
は
、『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
一
四
年
七
月
戊
戌
（
一
五

日
）
条
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
ま
た
、引
用
で
は
省
略
し
た
部
分
に
、

日
本
国
王
宛
な
ら
び
に
日
本
征
夷
将
軍
宛
の
移
書
が
記
録
さ
れ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
『
明
太
祖
実
録
』
に
引
用
さ
れ
た

も
の
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
書
の
編
者
は
何
ら
か
の
形

で
『
明
太
祖
実
録
』
も
し
く
は
同
書
を
参
照
し
て
書
か
れ
た
史
料
を
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胡
惟
庸
・
林
賢
事
件
に
つ
い
て
の
歴
史
叙
述
（
大
西
）

見
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
如
瑶
の
入
貢
は
確
実
に
洪

武
一
四
年
の
こ
と
と
認
識
し
た
は
ず
で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
続
く
文
で
は
、

洪
武
十
五
年
、
倭
国
使
臣
帰
廷
用
来
貢
す
。
備
倭
指
揮
林
賢
、

枢
密
使
胡
惟
庸
と
交
通
し
、
誣
り
て
寇
盗
と
為
し
、
計
を
以
て

之
を
擒
ふ
。
夷
使
を
遣
は
し
還
す
に
其
の
貨
物
を
私
す
。
中
書

省
挙
げ
て
其
の
罪
を
奏
し
、
賢
を
日
本
に
流
す
。

十
六
年
六
月
、
夷
船
一
十
八
隻
、
金
鄕
小
濩
寨
を
寇
し
、
官
兵

敵
し
て
之
を
却
く
。

明
（
一
七
年
）年

胡
惟
庸
偽
り
て
廬
州
人
の
李
旺
を
差
し
て
、宣
使
に
充
て
、

以
て
林
賢
を
還
す
。
賢
倭
兵
四
百
余
人
を
率
ゐ
、
僧
如
瑤
と
来

り
て
巨
燭
を
献
ず
。
中
に
火
薬
・
兵
器
を
蔵
し
、
乱
逆
を
図
謀

す
。
至
れ
る
比こ
ろ

惟
庸
誅
せ
ら
れ
、
朝
廷
其
の
逆
党
を
治
す
。
賢

を
極
刑
に
処
し
、
夷
兵
雲
南
に
発
し
て
守
禦
せ
し
む）
11
（

。

と
あ
り
、『
日
本
国
考
略
』
や
『
寧
波
府
志
』
と
同
じ
く
、
事
実
性

が
疑
わ
れ
る
記
事
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
。
如
瑶
の
派
遣
は
洪
武
一
四

年
の
こ
と
だ
と
書
か
れ
た
史
料
を
見
て
い
た
と
し
て
も
、
胡
惟
庸
と

林
賢
の
事
件
を
事
実
と
考
え
、
洪
武
一
五
年
の
帰
廷
用
の
朝
貢
や
、

同
年
か
ら
数
え
て
三
年
目
に
あ
た
る
洪
武
一
七
年
に
如
瑶
の
二
度
目

の
使
者
の
派
遣
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
如

瑤
は
洪
武
十
四
年
の
朝
貢
の
時
に
、
明
側
の
激
し
い
怒
り
を
買
っ
た

使
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
年
後
に
そ
の
人
物
が
再

び
朝
貢
の
使
者
と
な
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
不
自
然
さ

が
気
に
な
ら
な
い
ほ
ど
に
、
胡
惟
庸
の
謀
叛
事
件
は
、
当
時
の
人
々

に
と
っ
て
、
確
固
た
る
事
実
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
地
方
史
の
編
者
は
、
林
賢
の
処
刑
を
洪
武

一
九
年
の
こ
と
と
明
記
す
る
『
御
製
大
誥
三
編
』
の
「
指
揮
林
賢
胡

党
第
九
」
を
参
照
し
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
２
か
ら
５
の
四
つ
の
項
の
ま
と
め
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
史
料
上
の

記
述
で
共
通
し
て
い
る
の
は
胡
惟
庸
・
林
賢
の
事
件
を
事
実
と
し

て
、そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
繋
年
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
の
結
論
は
、『
御
製
大
誥
三
編
』
の
記
述
か
ら
如
瑶
の
入

貢
を
洪
武
一
九
年
と
す
る
『
日
本
国
考
略
』
と
、『
御
製
大
誥
三
編
』

の
記
述
に
依
拠
せ
ず
、
帰
廷
用
の
入
貢
を
洪
武
一
五
年
と
し
、
如
瑤

の
入
貢
を
同
年
か
ら
数
え
て
三
年
目
の
洪
武
一
七
年
と
す
る
『
寧
波

府
志
』・『
浙
江
通
志
』、
そ
し
て
、『
御
製
大
誥
三
編
』
の
記
事
を
誤

解
し
て
、林
賢
の
処
刑
を
洪
武
一
六
年
の
こ
と
と
し
た
『
籌
海
図
編
』

の
三
つ
に
別
れ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。
次
節
で
は
嘉
靖
年
間
か

ら
少
し
下
る
万
暦
年
間
（
一
五
七
三
〜
一
六
二
〇
）
に
編
纂
さ
れ
た

代
表
的
な
地
理
書
で
あ
る
『
殊
域
周
咨
録
』
の
も
と
と
な
っ
た
『
使

職
文
献
通
編
』
で
胡
惟
庸
・
林
賢
の
事
件
が
ど
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ

て
い
る
か
を
み
て
い
き
た
い
。
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６
　
厳
従
簡
『
使
職
文
献
通
編
』『
殊
域
周
咨
録
』
が
語
る
林
賢
事
件

　『
殊
域
周
咨
録
』
は
、
嘉
靖
三
八
年
（
一
五
五
九
）
の
進
士
（
科

挙
の
合
格
者
）
で
、
行
人
司
行
人
（
国
内
の
親
王
府
や
外
国
の
君
王

に
皇
帝
の
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
こ
と
を
専
ら
に
す
る
職
）
で

あ
っ
た
厳
従
簡
が
著
し
た
外
国
地
理
書
で
あ
る
。
岩
井
茂
樹
氏
に
よ

る
と
、
同
書
の
日
本
関
係
の
記
述
は
、
同
人
が
外
交
資
料
集
と
し
て

編
纂
し
た
書
物
で
あ
る
『
使
職
文
献
通
編
』
に
依
拠
し
て
い
る
と
の

こ
と
な
の
で）
11
（

、『
使
職
文
献
通
編
』
の
関
係
記
事
か
ら
確
認
し
て
い

き
た
い
。

　『
使
職
文
献
通
編
』
の
日
本
関
係
の
記
事
は
外
編
巻
二
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
記
事
の
胡
惟
庸
・
林
賢
に
関
わ
る
部
分
を
抄
出
し

た
い
。な
お
、番
号
は
行
論
の
都
合
上
、筆
者
が
附
し
た
も
の
で
あ
る
。

七
年
。
倭
人
復
た
辺
を
寇
す
。（
中
略
）

①
是
の
歳
の
後
復
た
貢
す
。
表
文
無
く
、
其
の
臣
の
征
夷
将
軍

と
号
す
る
者
も
亦
た
私
に
馬
及
び
茶
布
刀
扇
等
の
物
を
奉
じ
且

つ
書
を
奉
ず
。
詞
悖
な
れ
ば
、
上
怒
り
て
其
の
貢
を
却
け
、
遣

は
す
所
の
沙
門
を
川
陝
の
僧
寺
に
安
置
す
。

②
明
年
又
た
如
瑤
を
遣
は
し
入
貢
し
、
情
を
陳
べ
非
を
飾
る
。

上
之
を
待
す
る
こ
と
前
の
如
し
。
礼
部
に
命
じ
て
移
文
し
て
其

の
君
臣
を
責
め
し
む
。

③
既
に
又
た
使
臣
帰
廷
用
を
遣
は
し
て
入
貢
す
。
表
文
有
り
。

之
を
宴
賚
し
て
遣
は
し
還
す
。
是
の
時
丞
相
胡
惟
庸
不
軌
を
謀

り
、
倭
人
を
召
し
て
己
が
用
と
為
さ
ん
と
欲
す
る
も
由
無
く
、

此
の
機
に
乗
じ
て
上
に
白
し
、
金
吾
衛
指
揮
林
賢
を
明
州
備
倭

に
調え
ら

び
、
陰
か
に
宣
使
陳
得
中
を
遣
は
し
、
賢
に
諭
し
帰
廷
用

を
送
り
て
出
境
す
る
や
、
謬
り
て
其
の
貢
船
を
指
し
て
寇
と
為

し
、
中
書
に
聞
し
て
其
の
貨
物
と
賞
賜
を
私
せ
し
め
ん
と
す
る

に
、
賢
其
の
計
を
聴ゆ
る

す
。
惟
庸
佯い
つ

は
り
て
賢
の
失
を
奏
し
、
人

心
を
遠
ざ
け
て
倭
国
に
謫
居
し
、
既
に
而
し
て
復
た
賢
を
宥ゆ
る

し

て
職
を
復
す
る
を
請
ふ
、
上
皆
な
之
に
従
ふ
。

④
胡
惟
庸
廬
州
人
李
旺
を
以
て
宣
使
に
充
て
、
賢
を
召
し
て
且

に
密
書
を
以
て
倭
王
に
奉
じ
、
精
鋭
百
余
人
を
借
り
て
用
と
為

さ
ん
と
し
、
王
之
を
許
す
。
賢
還
り
て
、
王
僧
如
瑤
を
遣
は
し

倭
兵
四
百
余
人
を
率
ゐ
て
惟
庸
を
助
け
、
詐
称
し
て
入
貢
し
、

巨
燭
を
献
じ
て
中
に
蔵
火
薬
・
兵
器
を
蔵
し
禍
心
を
包
蔵
す
。

至
れ
る
比こ
ろ

惟
庸
已
に
敗
れ
、
上
猶
ほ
未
だ
賢
の
惟
庸
通
ず
る
を

尽
く
さ
ず
、
僅
か
に
倭
人
を
雲
南
に
発
し
て
守
禦
せ
し
む

⑤
〈
洪
武
二
〇
年
林
賢
の
事
覚あ
き

ら
か
に
な
り
、
論
ず
る
に
謀
反

も
て
従
と
為
り
、
其
族
を
滅
せ
ら
る
〉。

⑥
上
其
の
国
狡
頑
な
れ
ば
、
将
を
遣
は
し
て
不
恭
を
責
め
示
す

に
征
せ
ん
と
欲
す
る
の
意
を
以
て
す
る
に
、
倭
王
上
表
し
て
不

遜
の
語
を
答
出
す
。
表
し
て
曰
く
「（
以
下
略
、《
良
懐
上
表
文
》

が
引
用
さ
れ
る）
11
（

）」

　
繋
年
が
曖
昧
だ
が
、
史
料
に
附
し
た
番
号
に
そ
っ
て
、『
明
太
祖
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実
録
』
な
ど
の
よ
り
確
実
性
の
高
い
史
料
と
照
合
し
て
、
厳
従
簡
が

ど
の
よ
う
に
こ
の
一
件
を
認
識
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

こ
の
作
業
は
岩
井
茂
樹
氏
も
行
っ
て
い
る
が）
11
（

、
行
論
上
必
要
な
の
で

改
め
て
示
し
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
①
で
あ
る
が
、
足
利
義
満
が
洪
武
年
間
に
自
ら
の
名
義
で

使
者
を
入
明
さ
せ
た
の
は
、
洪
武
七
年
（
応
安
七
・
一
三
七
四
）
と

一
三
年
（
康
暦
二
・
一
三
八
〇
）
の
二
回
で
あ
る
。「
僧
侶
が
四
川
・

陝
西
に
送
ら
れ
た
と
の
記
述
が
あ
る
の
で
、『
明
太
祖
実
録
』
に
日

本
か
ら
来
た
僧
侶
が
南
京
に
留
め
置
か
れ
た
こ
と
が
史
料
上
確
認
で

き
る
洪
武
七
年）
11
（

で
は
な
く
、洪
武
一
三
年
の
事
例）
11
（

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
②
は
必
然
的
に
洪
武
一
四
年
の
こ
と
と
な
る
。
こ
の

②
が
こ
の
記
事
の
前
後
関
係
の
基
準
と
な
ろ
う
。
既
に
確
認
し
て
い

る
と
お
り
、
如
瑶
の
入
貢
は
洪
武
一
四
年
で
あ
っ
た）
11
（

。

　
問
題
は
続
く
③
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
の
部
分
に
記
さ
れ
て
い
る

帰
廷
用
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
洪
武
九
年
の
日
本
国
王
使
の
圭
庭

用
と
音
が
通
ず
る
名
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
時
に
胡
惟
庸
が
「
不

軌
を
謀
っ
た
」
と
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
こ
は
洪
武
九
年
の
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
厳
従
簡
は
洪
武
一
四
年
以
降
の
こ
と
と
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
④
に
つ
い
て
も
明
確
に
何
年
の
こ
と
か
は
示
し
て
い
な

い
が
、
少
な
く
と
も
③
よ
り
は
後
の
こ
と
な
の
で
、
洪
武
一
七
年
の

こ
と
と
考
え
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
２
・
３
項
で
検
討
し
た

胡
惟
庸
・
林
賢
事
件
の
繋
年
の
う
ち
、
３
節
で
検
討
し
た
地
方
史
の

パ
タ
ー
ン
に
近
い
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　
次
に
、
⑤
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
厳
従
簡
は
林
賢
の
処
刑
を

『
御
製
大
誥
三
編
』
に
明
記
さ
れ
た
洪
武
一
九
年
で
は
な
く
、
洪
武

二
〇
年
の
こ
と
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ

る
。

　
そ
し
て
、
⑥
を
も
と
に
指
摘
で
き
る
点
と
し
て
、《
良
懐
上
表
文
》

が
い
つ
齎
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
厳
従
簡
は
具
体
的
に
は
語
っ
て
い

な
い
が
、
林
賢
の
処
刑
を
述
べ
た
後
に
《
良
懐
上
表
文
》
に
言
及
し

て
い
る
の
で
、
洪
武
一
四
〜
一
五
年
の
段
階
と
は
考
え
て
い
な
い
ら

し
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
史
料
を
根
拠
に
、
洪
武
一
四
年
の

冬
か
ら
翌
一
五
年
の
春
に
か
け
て
明
に
齎
さ
れ
た
と
す
る
岩
井
氏
の

説）
11
（

は
、
再
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う）
11
（

。

む
す
び

　
以
上
、
洪
武
〜
永
楽
年
間
と
、
一
六
世
紀
以
降
年
間
の
二
つ
の
章

に
分
け
て
、
胡
惟
庸
・
林
賢
の
事
件
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い

る
か
を
確
認
し
て
き
た
。

　
第
一
章
で
は
、
両
事
件
が
起
き
た
時
期
に
比
較
的
近
い
時
期
に
成

立
し
た
史
料
を
検
討
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、
林
賢
の
処
刑
を
正
当
化

す
る
た
め
の
説
明
が
、
捏
造
さ
れ
た
胡
惟
庸
の
謀
反
事
件
と
史
料
内
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部
の
相
互
矛
盾
を
は
ら
み
つ
つ
強
引
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
第
二
章
で
は
、
一
六
世
紀
半
ば
以
降
に
成
立
し
た
日
本
地
誌
や
浙

江
・
寧
波
の
地
方
史
を
取
り
上
げ
て
、『
明
史
』
日
本
伝
の
記
述
に

至
る
両
事
件
の
語
り
方
の
変
遷
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
六
世

紀
半
ば
の
段
階
で
は
、
胡
惟
庸
の
獄
は
完
全
に
事
実
と
み
な
さ
れ
て

お
り
、
第
一
節
で
検
討
し
た
内
容
と
の
整
合
性
を
つ
け
る
た
め
に
、

実
際
に
は
な
か
っ
た
日
本
か
ら
の
使
者
派
遣
や
献
上
し
た
巨
燭
に
武

器
を
隠
し
た
な
ど
の
荒
唐
無
稽
な
話
だ
っ
た
り
、
洪
武
帝
の
激
し
い

怒
り
を
買
っ
た
使
者
が
二
度
朝
貢
す
る
な
ど
、
冷
静
に
考
え
れ
ば
あ

り
得
な
い
こ
と
が
付
け
加
え
ら
れ
た
り
、
先
行
す
る
史
料
を
い
わ
ば

「
つ
ま
み
食
い
」
す
る
よ
う
な
形
で
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
が
行
わ
れ
て
、

両
事
件
に
関
す
る
叙
述
が
成
立
し
て
い
く
よ
う
す
を
確
認
し
た
。

　
そ
し
て
最
後
に
第
二
章
の
１
で
検
討
し
た
『
明
史
』
日
本
伝
に
立

ち
戻
っ
て
み
る
と
、
そ
の
編
纂
過
程
で
『
明
太
祖
実
録
』
に
は
な
い

朝
貢
な
ど
の
不
自
然
な
点
が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
、
一
見
も
っ
と
も
ら
し

い
言
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
を
総
合
す
る
と
、
林
賢
事
件
に
つ
い
て
確
実
に
い
え
る
こ
と

は
、処
刑
さ
れ
た
の
が
洪
武
一
九
年
一
〇
月
二
五
日
で
あ
る
こ
と
と
、

林
賢
の
処
刑
と
前
後
す
る
時
期
に
、
洪
武
年
間
の
最
後
の
日
本
国
王

使
が
明
に
入
国
し
、
そ
の
朝
貢
が
却
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
筆
者

は
以
前
《
良
懐
上
表
文
》
に
つ
い
て
論
じ
た
文
章
の
な
か
で
、
当
該

の
上
表
文
が
洪
武
一
九
年
の
日
本
国
王
使
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
、
そ
の

内
容
が
洪
武
帝
の
激
し
い
怒
り
を
買
い
、
洪
武
帝
に
対
日
断
交
を
決

意
さ
せ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た）
1（
（

。そ
の
際
に
は
、紙
幅
の
関
係
も
あ
っ

て
両
事
件
に
関
す
る
叙
述
に
踏
み
込
む
こ
と
な
く
、
見
通
し
を
述
べ

る
に
止
ま
っ
て
い
た
。
史
料
上
の
制
約
も
あ
っ
て
、
従
来
ほ
と
ん
ど

省
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
洪
武
一
九
年
の
日
本
国
王
使）
11
（

は
、
洪

武
年
間
の
日
明
関
係
の
破
綻
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い

と
い
う
こ
と
は
、
本
稿
の
考
察
結
果
を
う
け
て
改
め
て
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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註（１
） 
呉
晗「
胡
惟
庸
党
案
考
」
常
君
実
編『
呉
晗
全
集
　
第
２
巻
　
歴
史

巻（
２
）』
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
〜
三
六
頁（
初

出
一
九
三
四
年
）・
陳
尚
勝「
胡
惟
庸
通
倭
問
題
弁
析
」『
閉
関
与
開

放
』
山
東
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
二
二
一
〜
二
三
四
頁（
初
出

一
九
九
〇
年
）・
川
越
泰
博『
明
代
中
国
の
疑
獄
事
件
：
藍
玉
の
獄
と
連

座
の
人
々
』
風
響
社
、
二
〇
〇
二
年
、
三
頁
・
檀
上
寛「
明
初
の
対
日

外
交
と
林
賢
事
件
」『
明
代
海
禁
＝
朝
貢
シ
ス
テ
ム
と
華
夷
秩
序
』
京

都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
三
年（
初
出
二
〇
〇
〇
年
）、
二
五
九

〜
二
六
一
頁
・
岩
井
茂
樹「
貿
易
の
独
占
と
明
の
海
禁
政
策
」『
海
禁
・

朝
貢
・
互
市
：
近
世
東
ア
ジ
ア
の
貿
易
と
秩
序
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
二
〇
年
、
一
〇
五
〜
一
〇
六
頁
。

　
な
お
、
中
国
に
も
、
明
朝
の
公
式
な
記
録
に
載
っ
て
い
る
こ
と
を

根
拠
に
、
胡
惟
庸（
お
よ
び
林
賢
）
が
日
本
と
通
じ
た
こ
と
は
捏
造
で

あ
る
と
い
う
理
解
を
批
判
す
る
研
究
者
も
い
る（
劉
楊
・
黄
霞「
胡
惟
庸

通
倭
案
真
偽
再
弁
析
」『
綿
陽
師
範
学
院
学
報（
社
会
科
学
版
）』
四
二

−
四
、二
〇
二
三
年
、
一
一
三
〜
一
二
〇
頁
）。
し
か
し
、
第
一
章
の

１
で
述
べ
る
と
お
り
、『
明
太
祖
実
録
』
な
ど
、
洪
武
年
間
の
史
料
は

洪
武
年
間
の
明
朝
の「
公
式
見
解
」
を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
た

だ
ち
に
史
実
と
受
け
取
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

（
２
）
村
井
章
介「
明
朝
の
成
立
と「
日
本
国
王
」
号
：
大
西
信
行
氏
の
批
判

に
接
し
て
」（
二
〇
二
三
年
度
国
史
学
会
大
会
記
念
講
演
、https://

w
w

w
.kokugakuin.ac.jp/event/355686

、
二
〇
二
三
年
一
一
月

三
〇
日
最
終
閲
覧
）

（
３
）
洪
武
九
年
の
初
頭
か
ら
夏
頃
に
か
け
て
数
千
名
の
地
方
官
や
胥
吏

（
下
級
役
人
）
の
首
が
す
げ
替
え
ら
れ
た「
空
印
の
案
」
を
皮
切
り
に
、

洪
武
年
間
に
は
官
僚
や
功
臣
だ
け
で
な
く
彼
ら
と
癒
着
し
た
各
地
の

地
主
層
に
対
す
る
大
量
粛
清
を
と
も
な
う
疑
獄
事
件
が
繰
り
返
し
起

こ
っ
た
。
そ
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
檀
上
寛『
明
の
太
祖
　
朱
元

璋
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
、
二
二
四
〜
二
七
三
頁（
初
出

一
九
九
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）
洪
武
一
七
年
か
ら
洪
武
二
九
年
に
か
け
て
、
多
く
の
官
僚
・
知
識
人

が
弾
圧
さ
れ
た「
文
字
の
獄
」
に
つ
い
て
、
陳
学
霖「
明
太
祖
文
字
獄

案
考
疑
」『
明
史
研
究
論
叢
』
一
九
九
二（
〇
二
）
四
一
八
〜
四
五
〇

頁（
初
出
一
九
七
一
年
）
が
同
事
件
の
こ
と
を
記
し
た
各
種
の
史
料
に

関
し
て
、
そ
の
性
格
を
比
較
し
て
い
る
。

（
５
）
檀
上
注（
１
）
前
掲
書
二
六
〇
頁
。

（
６
）
今
日
残
っ
て
い
る『
明
太
祖
実
録
』
は
、
洪
武
帝
の
意
向
に
迎
合
し

て
編
纂
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
靖
難
の
役
を
経
て
皇
帝
と
な
っ
た

永
楽
帝
が
改
竄
さ
せ
た
う
え
で
、
以
前
の
実
録
及
び
編
纂
に
用
い
た

史
料
を
廃
棄
さ
せ
る
な
ど
し
て
お
り（
李
紅「
略
談《
明
実
録
》
的
弊
病
」

『
檔
案
工
作
』
一
九
八
八
―
五
、一
九
八
八
年
）、
史
料
と
し
て
用
い
る

に
あ
た
っ
て
は
、
慎
重
に
史
料
批
判
を
経
て
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
意
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
７
）
檀
上
寛『
永
楽
帝
　
中
華「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
へ
の
夢
』
講
談
社
、

一
九
九
七
年
、
一
七
六
〜
一
七
七
頁
。

（
８
）『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
十
三
年
正
月
甲
午（
二
日
）
条
。

○
甲
午
。
御
史
中
丞
涂
節
告
左
丞
相
胡
惟
庸
与
御
史
大
夫
陳
寧
等
謀

反
、
及
前
毒
殺
誠
意
伯
劉
基
事
、
命
廷
臣
審
録
、　
上
時
自
臨
問
之
。

初
自
楊
憲
誅
、
惟
庸
総
中
書
之
政
、
以
　
上
信
任
之
重
也
。專
肆
威
福
、

生
殺
黜
陟
、有
不
奏
而
行
者
。
内
外
諸
司
封
事
入
奏
、惟
庸
先
取
視
之
、

有
病
己
者
、
輒
匿
不
聞
。（
中
略
）
使
指
揮
林
賢
下
海
招
倭
軍
、
約
期

来
会
、
又
遣
元
臣
封
績
致
書
称
臣
于
元
、
請
兵
為
外
応
、
事
皆
未
発
。
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会
惟
庸
子
乗
馬
馳
驟
于
市
、
馬
奔
入
輓
輅
中
傷
死
焉
。
惟
庸
即
殺
是

輓
輅
者
。
　
上
怒
命
償
其
死
。
惟
庸
請
以
金
帛
給
其
家
。
　
上
不
許
。

惟
庸
懼
乃
与
善
長
及
涂
節
陳
寧
等
謀
起
事
、
便
遣
人
陰
告
四
方
及
武

臣
之
従
己
者
。
　
上
日
朝
覚
惟
庸
等
挙
措
有
異
恠
之
。
涂
節
恐
事
覚

乃
上
変
告
、
時
商
暠
謫
降
為
中
書
省
吏
、
亦
以
惟
庸
陰
事
来
告
。
　

上
曰
、「
朕
不
負
惟
庸
輩
何
得
至
是
。」
命
群
臣
更
訊
、
惟
庸
辞
窮
不

能
隠
、
遂
吐
実
。

（
９
）『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
十
三
年
正
月
戊
戌（
六
日
）
条

群
臣
又
請
誅
善
長
・
陸
仲
亨
等
。
　
上
曰「
朕
初
起
兵
時
、
善
長
来
謁

軍
門
、
曰「
有
天
有
日
矣
」。
是
時
朕
年
二
十
七
、
善
長
年
四
十
一
、

所
言
多
合
吾
意
、
遂
命
掌
簿
。
書
賛
計
畫
、
功
成
爵
以
上
公
、
以
女

与
其
子
。（
以
下
略
）
此
皆
吾
初
起
時
腹
心
股
肱
。
吾
不
忍
罪
之
。
其

勿
問
。」

（
10
）
檀
上
寛
注（
３
）
前
掲
書
二
五
六
〜
二
五
七
頁
。

（
11
）『
御
製
大
誥
三
編
』「
指
揮
林
賢
胡
党
第
九
」（
テ
ク
ス
ト
は
楊
一
凡

点
校『
皇
明
制
書
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社〔
北
京
〕、
二
〇
一
三
年
、

よ
り
採
っ
た
）

前
明
州
衛
指
揮
林
賢
、
帥
兵
守
禦
、
以
備
東
海
。
所
任
之
職
、
務
在

精
操
士
卒
、
倣
古
名
将
、
務
要
軍
民
安
妥
、
使
境
内
外
無
虞
、
竭
忠

事
上
、
顕
揚
父
母
、
貴
其
身
名
。
栄
及
妻
子
、
同
諸
将
名
書
史
冊
垂

年
不
朽
。
豈
不
偉
哉
。
本
官
出
海
防
倭
、
接
至
日
本
国
王
使
者
帰
廷

用
入
貢
方
物
。
其
指
揮
林
賢
移
文
赴
都
府
、
都
府
転
奏
、
朕
命
以
礼

送
来
至
京
。
其
帰
廷
用
王
事
既
畢
、
朕
厚
賞
令
帰
、
仍
命
指
揮
林
賢

送
出
東
海
、
既
帰
本
国
。
不
期
指
揮
林
賢
当
在
京
随
駕
之
時
、
已
与

胡
惟
庸
交
通
、
結
成
党
弊
。
及
帰
廷
用
帰
、
胡
惟
庸
遣
宣
使
陳
得
中

密
与
設
計
、
令
林
指
揮
将
帰
廷
用
進
貢
船
隻
、
仮
作
倭
寇
船
隻
失
錯

打
了
、
分
用
朝
廷
賞
賜
、
却
乃
移
文
中
書
申
禀
。
胡
惟
庸
佯
言
奏
林

指
揮
過
、
朕
責
指
揮
林
賢
、
就
貶
日
本
、
居
三
年
。
胡
惟
庸
暗
差
廬

州
人
充
中
書
宣
使
李
旺
者
、
私
往
日
本
取
回
、
就
借
日
本
国
王
兵
、

仮
作
進
貢
来
朝
、
意
在
作
乱
。
其
来
者
正
使
如
瑤
蔵
主
・
左
副
使
左

門
尉
・
右
副
使
右
門
尉
、
率
精
兵
倭
人
帯
甲
者
四
百
余
名
、
倭
僧
在

外
。
比
至
、
胡
惟
庸
已
被
誅
戮
、
其
日
本
精
兵
就
発
雲
南
守
禦
。
洪

武
十
九
年
朕
将
本
人
命
法
司
問
出
造
反
情
由
、
族
誅
了
當
。
嗚
呼
、

人
臣
不
忠
者
如
是
。（
中
略
）
其
指
揮
林
賢
年
将
六
旬
、
又
将
輔
人
為

乱
、
致
黔
黎
之
不
寧
、
傷
生
所
在
、
豈
不
得
罪
於
天
人
者
乎
。
遂
於

十
九
年
冬
十
月
二
十
五
日
将
賢
於
京
師
大
中
橋
及
男
子
出
幼
者
皆
誅

之
。
妻
妾
婢
之
。

（
12
）
陳
注（
１
）
前
掲
論
文
二
二
三
頁
。

（
13
）
陳
注（
１
）
前
掲
論
文
二
二
三
頁
。

（
14
）
補
足
し
て
お
く
と
、「
圭
」
と「
帰
」
は
、
日
本
語
で
の
発
音
は「
ケ

イ
」
と「
キ
」
で
異
な
る
が
、
少
な
く
と
も
現
代
中
国
音
で
は
、
ど
ち

ら
も「guī

」
で
あ
る
の
で
、
通
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
15
）
村
井
章
介『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日
本
』
校
倉
書
房
、
一
九
八
八

年
、
八
六
〜
八
七
頁
。

（
16
）
橋
本
雄「
室
町
幕
府
外
交
の
成
立
と
中
世
王
権
」『
歴
史
評
論
』

五
八
三
、一
九
九
八
年
、
二
五
・
三
一
頁
。

（
17
）
第
一
部
第
二
章
四
八
頁
。

（
18
）
陳
注（
１
）
前
掲
論
文
二
二
三
〜
二
二
四
頁
。

（
19
）
檀
上
寛
氏
は
、
林
賢
の
不
正
に
つ
い
て
、
倭
寇
と
の
結
託
や
密
貿

易
の
類
と
推
定
し
て
い
る（
檀
上
注（
１
）
前
掲
書
二
六
六
頁
）。
筆
者

も
こ
れ
に
従
い
た
い
。

（
20
）
日
明
関
係
が
緊
迫
化
す
る
な
か
で
、
雲
南
に
日
本
の
僧
侶
が
流
さ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る（
王
宝
平

「
明
代
雲
南
に
残
し
た
日
本
人
の
漢
詩
：
そ
の
一『
滄
海
遺
珠
』
書
誌
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胡
惟
庸
・
林
賢
事
件
に
つ
い
て
の
歴
史
叙
述
（
大
西
）

学
研
究
」『
日
本
漢
文
学
研
究
』
五
、二
〇
一
〇
年
、
四
九
〜
七
三
頁
・

王
宝
平「
明
代
雲
南
に
残
し
た
日
本
人
の
漢
詩
：
そ
の
二『
滄
海
遺
珠
』

所
収
日
本
人
の
漢
詩
の
研
究
」『
日
本
漢
文
学
研
究
』六
、二
〇
一
一
年
、

一
〜
二
六
頁
・
伊
藤
幸
司「
日
明
交
流
と
雲
南
：
初
期
入
明
僧
の
雲
南

移
送
事
件
と
流
転
す
る「
虎
丘
十
詠
」」『
仏
教
史
学
研
究
』
五
二
−
一
、

二
〇
〇
九
年
、
二
六
〜
四
七
頁
・
村
井
章
介「
十
年
遊
子
は
天
涯
に
在

り
：
明
初
雲
南
謫
居
日
本
僧
の
詩
交
」『
日
本
中
世
の
異
文
化
積
極
』

勉
誠
出
版
、二
〇
一
三
年
、二
九
五
〜
三
一
三
頁
、初
出
二
〇
一
一
年
）。

（
21
）
陳
注（
１
）
前
掲
書
二
三
一
頁
。

（
22
）
念
の
た
め
付
言
し
て
お
く
と
、「
疑
獄
」
と
は「
罪
跡
が
は
っ
き
り

し
な
く
て
、
有
罪
無
罪
の
決
定
し
が
た
い
裁
判
事
件
。」（『
日
本
国
語

大
辞
典
』）
の
こ
と
で
あ
る
。

（
23
）
陳
注（
１
）
前
掲
書
二
二
四
〜
二
二
五
頁
。

（
24
）『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
五
年
正
月
乙
丑（
一
七
日
）
条
。

帰
徳
侯
陳
理
・
帰
義
侯
明
昇
、
居
常
鬱
々
と
し
て
楽
し
ま
ず
、
頗
る

怨
言
を
出
す
。
上
之
を
聞
き
て
曰
く
、「
此
の
童
孺
の
輩
、
言
語
は
小

過
不
足
に
し
て
、
問
え
ば
但
だ
恐
ら
く
は
小
人
の
瞽
惑
た
り
て
始
終

を
保
つ
能
は
ず
。
宜
し
く
之
を
遠
方
に
処
さ
ば
、
則
ち
釁
隙
自
ら
生

ず
る
無
く
、
始
終
保
全
す
べ
し
。
是
に
於
い
て
、
之
を
高
麗
に
徙
し
、

元
枢
密
使
延
安
答
理
を
遣
は
し
て
護
送
し
て
往
か
し
む
。
仍
て
高
麗

国
王
に
紗
羅
文
綺
四
十
八
匹
を
賜
ひ
、
之
を
善
待
せ
し
む
。」

帰
徳
侯
陳
理
・
帰
義
侯
明
昇
、
居
常
鬱
鬱
不
楽
、
頗
出
怨
言
。
　
上

聞
之
曰
、「
此
童
孺
輩
、
言
語
小
過
不
足
、
問
但
恐
為
小
人
瞽
惑
、
不

能
保
始
終
。
宜
処
之
遠
方
、
則
釁
隙
無
自
生
、
可
始
終
保
全
矣
。
於

是
徙
之
高
麗
、
遣
元
枢
密
使
延
安
答
理
護
送
而
往
。
仍
賜
高
麗
国
王

紗
羅
文
綺
四
十
八
疋
、
俾
善
待
之
。」

（
25
）『
高
麗
史
』
恭
愍
王
世
家
　
恭
愍
王
二
一
年
五
月
乙
丑（
五
日
）
条
。

乙
丑
。
陳
理
・
明
昇
等
、
男
婦
二
十
七
人
と
共
に
入
京
す
。
理
・
昇
闕

に
詣
づ
る
に
、
王
報
平
庁
に
出
御
し
、
理
・
昇
階
上
よ
り
拝
す
。
王

坐
し
て
之
を
受
く
。
礼
訖お

は

り
て
使
臣
の
下
に
坐
す
。
昇
は
年
十
八
、

理
は
年
二
十
二
。

乙
丑
。
陳
理
・
明
昇
等
、
男
婦
共
二
十
七
人
入
京
。
理
・
昇
詣
闕
、
王

出
御
報
平
庁
、
理
・
昇
拝
于
階
上
、
王
坐
受
之
。
礼
訖
坐
於
使
臣
之
下
。

昇
年
十
八
、
理
年
二
十
二
。

（
26
）
拙
稿「
洪
武
帝
に
と
っ
て
の
朝
貢
国「
日
本
」」『
中
央
史
学
』

四
七
、二
〇
二
四
年
、
二
九
頁
。

（
27
）『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
９
年
４
月
甲
申（
一
日
）
条
。

日
本
国
王
良
懐
、
沙
門
圭
庭
用
等
を
遣
は
し
、
表
を
奉
じ
馬
及
び
方

物
を
貢
じ
、
且
つ
謝
罪
す
。
詔
し
て
其
の
王
及
び
庭
用
等
に
文
綺
帛

を
賜
ふ
こ
と
、差
有
り
。
是
よ
り
先
、倭
人
屡
ば
瀕
海
の
州
縣
を
寇
ず
。

　
上
中
書
に
命
じ
て
移
文
し
て
之
を
責
む
。
是
に
至
り
遣
使
し
て
来

謝
せ
り
。
庭
用
還
る
に
、
良
懐
上

た
て
ま
つ

る
所
の
表
の
詞
語
不
誠
を
以
て
、

乃
ち
復
た
之
を
詔
諭
し
て
曰
は
く
、（
以
下
略
）

日
本
国
王
良
懐
、
遣
沙
門
圭
庭
用
等
、
奉
表
貢
馬
及
方
物
、
且
謝
罪
。

詔
賜
其
王
及
庭
用
等
文
綺
帛
、
有
差
。
先
是
、
倭
人
屡
寇
瀕
海
州
県
。

　
上
命
中
書
移
文
責
之
。
至
是
遣
使
来
謝
。
庭
用
還
、
上
以
良
懐
所

上
表
詞
語
不
誠
、
乃
復
詔
諭
之
曰
、

（
28
）
陳
注（
１
）
前
掲
書
二
二
五
頁
。

（
29
）
陳
注（
１
）
前
掲
書
二
二
五
〜
二
二
六
頁
。

（
30
）『
明
史
』
巻
三
二
二
　
日
本
伝

先
是
、
胡
惟
庸
謀
逆
、
欲
藉
日
本
為
助
、
乃
厚
結
寧
波
衛
指
揮
使
林

賢
佯
奏
賢
罪
、
謫
居
日
本
、
令
交
通
其
君
臣
。
尋
奏
復
賢
職
、
遣
使

召
之
。
密
致
書
其
王
、
借
兵
助
己
。
賢
還
、
其
王
遣
僧
如
瑤
率
兵
卒

四
百
余
人
、
詐
称
入
貢
、
且
献
巨
燭
、
蔵
火
薬
・
刀
剣
其
中
。
既
至
、
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而
惟
庸
已
敗
、計
不
行
。
帝
亦
未
知
其
狡
謀
也
。
越
数
年
、其
事
始
露
、

乃
族
賢
。
而
怒
日
本
特
甚
、
決
意
絶
之
、
專
以
防
海
為
務
。

（
31
）
武
安
隆
・
熊
達
雲『
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
歴
史
１
２
　
中
国
人

の
日
本
研
究
史
』
六
興
出
版
、
一
九
八
九
年
、
七
一
頁
。

（
32
）（
洪
武
）
十
二
年
、
遣
使
貢
物
。
無
表
文
、
発
三
辺
安
挿
。
十
三
年

遣
僧
入
貢
、
亦
無
表
文
発
三
辺
安
挿
。
十
四
年
遣
僧
入
貢
、
表
有
、

前
来
姓
氏
悉
放
還
国
。
通
前
二
次
取
赴
京
宴
賞
賜
帰
。
十
五
年
遣
使

帰
廷
用
入
貢
。
時
明
州
備
倭
指
揮
林
賢
交
通
枢
密
使
胡
惟
庸
陰
使
宣

使
陳
得
中
設
計
、擒
廷
用
帰
貢
船
、為
寇
分
其
賞
賜
移
文
中
書
奏
其
失
、

以
林
賢
責
貶
日
本
。
十
六
年
六
月
二
十
八
日
、
船
一
十
八
隻
寇
金
郷

小
濩
寨
。
時
温
州
平
陽
所
守
備
把
哨
官
軍
敵
退
勦
寇
首
五
顆
、
十
九

年
胡
惟
庸
偽
使
取
回
林
賢
。
林
賢
謫
流
日
本
三
年
、
胡
惟
庸
暗
差
蘆

州
人
李
枉
偽
充
中
書
、
使
彼
取
回
林
賢
、
就
借
其
精
練
甲
兵
百
余
名
、

使
僧
如
瑤
詐
称
朝
貢
献
巨
燭
、
内
蔵
火
薬
兵
器
、
意
懐
不
測
、
比
至

胡
惟
庸
預
以
不
軌
、
事
露
被
誅
、
倭
兵
至
発
雲
南
守
禦
。
是
年
十
月

廿
五
日
林
賢
典
刑
。
祖
訓
曰
、
日
本
限
山
隔
海
、
僻
在
一
隅
、
得
其
地
、

不
足
以
供
給
。
得
其
民
不
足
以
使
令
、
故
不
興
兵
致
伐
。
著
為
訓
章
、

絶
其
往
来
。

（
33
）
武
・
熊
注（
３
１
）
前
掲
書
七
四
〜
七
七
頁
。

（
34
）
洪
武
十
二
年
入
貢
。

〈
夷
舡
一
隻
称
貢
、
縁
無
表
文
、
却
之
。
来
人
分
発
雲
南
川
陝
三
辺
安

挿
。〉

洪
武
一
三
年
入
貢
。

〈
遣
僧
貢
馬
及
茶
布
刀
扇
之
類
、
亦
無
表
文
。
以
其
私
貢
不
納
。
来
人

仍
発
三
辺
安
挿
。〉

洪
武
十
四
年
入
貢
。

〈
七
月
国
王
良
懐
遣
僧
如
瑤
、
貢
馬
十
匹
及
方
物
。
通
有
前
来
人
舡
花

名
、
乃
命
行
取
赴
京
、
宴
賞
帰
国
。
○
会
典
記
十
二
年
貢
者
作
十
年
、

十
四
年
貢
者
、
作
発
三
辺
安
挿
。
与
南
京
礼
部
案
不
同
、
必
記
者
之

誤
耳
。
○
通
志
作
却
其
貢
。〉

洪
武
十
五
年
入
貢
。

〈
使
帰
廷
用
入
貢
方
物
、
厚
賞
回
還
、
明
州
備
倭
指
揮
林
賢
在
京
随
駕

時
、
交
通
枢
密
使
胡
惟
庸
、
潜
遣
宣
使
陳
得
中
密
与
設
計
、
令
将
帰

廷
用
、
誣
為
倭
寇
、
分
用
賞
賜
、
中
書
省
挙
奏
其
罪
、
流
賢
日
本
。〉

洪
武
十
六
年
、
詔
絕
日
本
之
貢
。

〈
賢
流
三
年
、
逆
臣
胡
惟
庸
暗
遣
人
充
宣
使
私
往
日
本
、
取
回
就
借
精

練
兵
四
百
、
与
僧
如
瑤
来
献
巨
燭
、
中
蔵
火
薬
・
兵
具
、
意
在
図
乱
、

上
大
怒
磔
賢
于
市
、
乃
降
詔
責
其
君
臣
、
絶
其
貢
。
祖
訓
云
、
以
日

本
隔
海
僻
在
一
隅
、
得
其
地
不
足
以
供
給
、
得
其
民
不
足
以
使
令
、

故
不
興
兵
致
伐
、
著
為
訓
章
、
絶
其
往
来
。〉

（
35
）
鄭
舜
功
の
日
本
に
お
け
る
滞
在
と
見
聞
に
つ
い
て
は
、
上
田
信『
戦

国
日
本
を
見
た
中
国
人
：
海
の
物
語『
日
本
一
鑑
』
を
読
む
』
講
談
社
、

二
〇
二
三
年
、
に
詳
し
い
。

（
36
）
如
瑶
の
入
貢
を『
明
太
祖
実
録
』
に
基
づ
い
て（
同
書
に
直
接
依
拠

し
た
か
ど
う
か
は
断
言
は
で
き
な
い
も
の
の
）、
洪
武
一
四
年
に
繋
年

し
て
い
る
の
も
、
本
章
で
扱
っ
た
他
の
史
料
と
比
較
し
た
と
き
の『
日

本
一
鑑
』
の
際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
が
何
処
か
ら
く
る

も
の
な
の
か
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
筆
者
は
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
の
点
は
後
日
を
期
し
た
い
。

（
37
）
洪
武
辛
酉
、
如
瑤
来
貢
。
不
恪
却
之
。〈
考
略
云
、「
先
是
、
姦
臣

胡
惟
庸
、
偽
使
李
旺
充
中
書
、
使
日
本
取
回
林
賢
、
致
使
如
瑤
詐
献

巨
燭
、
彼
至
惟
庸
預
以
不
軌
、
事
露
伏
誅
。
倭
兵
発
陝
西
四
川
等
処

守
禦
、
林
賢
典
刑
。
仍
命
礼
部
移
書
責
其
王
。
於
是
太
祖
高
皇
帝
著

為
訓
章
、以
絶
之
。
功
謹
按
、此
原
内
姦
之
陰
誘
、非
倭
夷
之
初
心
也
。」〉
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（
38
）
拙
稿
「
《
良
懐
上
表
文
》
再
考
」
『
古
文
書
研
究
』

九
四
、二
〇
二
二
年
、
一
二
〜
一
三
頁
。

（
39
）（
洪
武
）
十
二
年
、
来
貢
。
験
無
表
文
。
発
雲
南
川
陝
安
挿
。
明
年
、

復
来
貢
。
亦
無
表
文
、
仍
発
安
挿
。
又
明
年
来
貢
。
験
有
。
前
年
来

貢
人
名
・
船
籍
、檄
至
京
師
、錫
宴
遣
帰
。
十
五
年
、使
臣
帰
廷
用
来
貢
。

備
倭
指
揮
林
賢
、
交
通
枢
密
使
胡
惟
庸
、
計
擒
遣
還
夷
使
、
誣
為
寇
盜
、

私
其
貨
物
。
中
書
省
挙
奏
其
罪
、
流
賢
日
本
。
十
六
年
六
月
、
夷
船

一
十
八
隻
、
寇
金
鄕
小
濩
寨
、
官
兵
敵
却
之
。
明
年
胡
惟
庸
、
偽
差

廬
州
人
李
旺
充
宣
使
、
以
還
林
賢
。
率
倭
兵
四
百
余
人
与
僧
如
瑤
来
、

献
巨
燭
中
藏
火
薬
・
兵
器
、
図
謀
乱
逆
。
比
至
惟
庸
被
誅
、
朝
廷
治

其
逆
党
。
処
賢
極
刑
、
夷
兵
発
雲
南
守
禦
。

（
40
）
佐
久
間
重
男
『
日
明
関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
二
年
、
八
〇
〜
八
一
頁
。
な
お
、
同
氏
は
、
同
頁
に
お
い
て
、

『
図
書
編
』・『
皇
明
世
法
録
』
の
編
者
も
如
瑶
の
朝
貢
を
洪
武
一
七
年

に
か
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
41
）
洪
武
十
四
年
七
月
、
日
本
国
王
良
懐
、
遣
僧
如
瑤
等
貢
方
物
及
馬

十
疋
。
　
上
命
却
其
貢
。
仍
命
礼
部
書
責
其
国
王
曰
、（
中
略
）
復
移

書
責
日
本
征
夷
将
軍
曰
、

（
42
）
洪
武
十
五
年
、
倭
国
使
臣
帰
廷
用
来
貢
。
備
倭
指
揮
林
賢
、
交
通

枢
密
使
胡
惟
庸
、
誣
為
寇
盜
、
以
計
擒
之
、
遣
還
夷
使
、
私
其
貨
物
。

中
書
省
挙
奏
其
罪
、
流
賢
日
本
。

十
六
年
六
月
、
夷
船
一
十
八
隻
、
寇
金
鄕
小
濩
寨
、
官
兵
敵
却
之
。

明
年
、
胡
惟
庸
偽
差
廬
州
人
李
旺
、
充
宣
使
、
以
還
林
賢
。
賢
率
倭

兵
四
百
余
人
、
与
僧
如
瑤
来
献
巨
燭
。
中
蔵
火
薬
・
兵
器
、
図
謀
乱
逆
。

比
至
惟
庸
被
誅
、
朝
廷
治
其
逆
党
。
処
賢
極
刑
、
夷
兵
発
雲
南
守
禦
。

（
43
）
岩
井
注（
１
）
前
掲
書
一
〇
八
〜
一
〇
九
頁
。

（
44
）
七
年
。
倭
人
復
寇
辺
。（
中
略
）

是
歳
後
復
貢
。
無
表
文
、
其
臣
号
征
夷
将
軍
者
亦
私
貢
馬
及
茶
布
刀

扇
等
物
且
奉
書
。
詞
悖
、上
怒
却
其
貢
、安
置
所
遣
沙
門
於
川
陝
僧
寺
。

明
年
又
遣
如
瑤
入
貢
、
陳
情
飾
非
。
上
待
之
、
如
前
。
命
礼
部
移
文

責
其
君
臣
、
既
又
遣
使
臣
帰
廷
用
入
貢
、
有
表
文
。
宴
賚
之
、
遣
還
。

是
時
丞
相
胡
惟
庸
謀
不
軌
、
欲
召
倭
人
為
己
用
、
而
無
由
、
乗
此
機

白
於
上
、
調
金
吾
衛
指
揮
林
賢
於
明
州
備
倭
、
陰
遣
宣
使
陳
得
中
、

諭
賢
送
帰
廷
用
出
境
、
謬
指
其
貢
船
為
寇
、
聞
於
中
書
、
私
其
貨
物

与
賞
賜
。
賢
聴
其
計
。
惟
庸
佯
奏
賢
失
、
遠
人
心
謫
居
倭
国
、
既
而

復
請
宥
賢
復
職
、
上
皆
従
之
。
胡
惟
庸
以
廬
州
人
李
旺
充
宣
使
、
召

賢
且
以
密
書
奉
倭
王
、
借
精
鋭
百
余
人
為
用
。
王
許
之
。
賢
還
王
遣

僧
如
瑤
率
倭
兵
四
百
余
人
助
惟
庸
、
詐
称
入
貢
、
献
巨
燭
中
蔵
火
薬

兵
器
、
包
蔵
禍
心
。
比
至
惟
庸
已
敗
、

上
猶
未
悉
賢
通
於
惟
庸
、
僅
発
倭
人
雲
南
守
禦〈
洪
武
二
〇
年
林
賢
事

覚
、
論
謀
反
為
従
滅
其
族
〉。

上
其
国
狡
頑
、遣
将
責
不
恭
示
以
欲
征
之
意
、倭
王
上
表
答
出
不
遜
語
。

表
曰「（
以
下
略
、《
良
懷
上
表
文
》
が
引
用
さ
れ
る
）」

（
45
）
岩
井
注（
１
）
前
掲
書
一
〇
九
〜
一
一
二
頁
。

（
46
）『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
七
年
六
月
乙
卯（
二
一
日
）
条
。

日
本
国
僧
宗
嶽
等
七
十
一
人
遊
び
て
方
に
京
に
至
る
。
上
中
書
省
の

臣
に
諭
し
て
曰
く
、「
海
外
の
人
の
中
華
を
慕
ひ
て
来
る
。
天
界
寺
に

居
ら
し
め
、
人
ご
と
に
布
一
匹
を
賜
ひ
て
僧
衣
を
為
さ
し
め
よ
。」

日
本
国
僧
宗
嶽
等
七
十
一
人
遊
方
至
京
。
上
諭
中
書
省
臣
曰
、「
海
外

之
人
慕
中
華
而
来
。
令
居
天
界
寺
人
賜
布
一
匹
為
僧
衣
。」

（
47
）『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
一
三
年
九
月
甲
午（
七
日
）
条
。

甲
午
、
日
本
国
僧
明
悟
・
法
助
等
を
遣
は
し
て
来
た
り
方
物
を
貢
ず
。

表
無
し
。
止
だ
其
の
征
夷
将
軍
源
義
満
の
丞
相
に
奉
ず
る
の
書
を
持

つ
の
み
。
辞
意
倨
慢
な
れ
ば
、
上
命
じ
て
其
の
貢
を
却
く
。
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苑
（
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八
四
巻
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二
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）

甲
午
。
日
本
国
遣
僧
明
悟
・
法
助
等
来
貢
方
物
。
無
表
。
止
持
其
征

夷
将
軍
源
義
満
奉
丞
相
書
。
辞
意
倨
慢
、　
上
命
却
其
貢
。

（
48
）『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
一
四
年
七
月
戊
戌（
一
五
日
）
条
。

日
本
国
王
良
懐
、
僧
如
瑤
等
を
遣
は
し
方
物
及
び
馬
十
匹
を
貢
ず
。

上
命
じ
て
其
の
貢
を
却
く
。

日
本
国
王
良
懐
、
遣
僧
如
瑤
等
貢
方
物
及
馬
十
匹
。
　
上
命
却
其
貢
。

（
以
下
略
）

（
49
）
岩
井
注（
１
）
前
掲
書
一
〇
九
頁
。

（
50
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
。
詳
細
は
そ

ち
ら
に
譲
り
た
い
。

（
51
）
注（
３
８
）
前
掲
拙
稿
一
三
〜
一
四
頁
。

（
52
）『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
一
九
年
一
一
月
辛
酉（
九
日
）
条

辛
酉
。
日
本
国
王
良
懐
、
遣
僧
宗
嗣
亮
を
遣
は
し
、
上
表
し
て
方
物

を
貢
ず
。
之
を
却
く
。

辛
酉
。
日
本
国
王
良
懐
、
遣
僧
宗
嗣
亮
、
上
表
貢
方
物
。
却
之
。

（
中
央
大
学
文
学
部
特
任
教
授
・
　
　
　
　
　
　

本
学
学
校
・
社
会
教
育
講
座
兼
任
講
師
）
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Historiography about the Hu Weiyong（胡惟庸） and Lin Xian（林賢）
Incidents Reconsidered: A Contribution to the China-Japan Re-
lation in the 14th Century

ONISHI, Nobuyuki 

This article focuses on how information about relations between 
Japan and Ming in the late-14th century was accumulated and how it 
changed over time. To this end, it examines the evolution of the narra-
tives of historical resources on the alleged cases of Hu Weiyong（胡惟
庸） and Lin Xian（林賢）, which had a major impact on relations with 
Japan in Hongwu period.

In Chapter 1, we examined articles on the execution of Hu and Lin 
in historical documents that were written relatively close to the time 
the incidents occurred. It was confirmed that the justification for Lin’s 
execution was forcefully linked to the fabricated case of Hu’s rebellion 
with internal inconsistencies in the historical resources.

In Chapter 2, we discussed the topographies of Japan and local his-
tories of Zhejiang and Ningbo established after the mid-16th century, 
when the problem of Japanese pirates seriously affected the security of 
the Ming coastal areas and caused troubles for the Ming court, and ex-
amined the changes in the narrative of the two incidents leading to the 
description in the Japanese topography in “The History of Ming”（『明史』
日本伝）.

It was found that in the mid-16th century, the alleged case of Hu 
Weiyong was regarded as a undoubted fact, and in order to reconcile 
it with the content of the historical documents reviewed in Chapter 
1, it was suggested that it was a ridiculous story, which described the 
dispatch of an envoy from Japan that did not actually exist, the hiding 
of weapons in a large candle presented by the Japanese king’s envoy, 
and stated that the envoy who provoked the Emperor Hongwu’s fury 
was dispatched again. Thus the narrative of the two incidents which is 
recorded in historical documents was established. In addition, a review 
of the Japanese topography in “The History of Ming,” frequently cited 
in discussions of these two incidents, confirmed that in the compilation 
process, implausible points such as the tribute that were not found in 
the “The Veritable Record of Ming Dynasty”（明実録） were eliminated 
and the invented discourse became apparently plausible.


